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全 般 的 な 事 項

2

○ 医師偏在対策は一つの方策だけでは解決できないため、様々な仕組みを組み合わせて取り組むこと。

○ 都道府県間の偏在には歴史的な背景があり、医学部定員が少なかった地域では慢性的な医師不足があるため、地域枠の確保やその他の対策を複合的
に展開する必要がある。

○ 医師養成過程での取組は一定の効果があり、その次の段階として都市部外に医師を誘導していくことが必要であり、国レベルでの施策、確保基金や
財政措置を活用した地方で講じる施策を組み合わせていくことが必要である。

○ 医師の偏在是正には多数区域から少数区域へのシフトが重要であり、まずは多数区域に医師が集中する要因を明らかにすること。

○ 医師多数区域であっても一様ではなく平均年齢が高い地域もあるため、単なる多数区域から少数区域へのシフトであれば、将来的に多数区域が少数
区域にかわるリスクがある。医師の年齢分布を考慮した評価が必要であろう。

○ 地域偏在と診療科偏在は密接にクロスしており、地方においては、ある程度の専門診療科を集約化して、そこから地域の医療機関に定期的に派遣す
るような、ネットワークを考えないといけない。

○ 医師偏在の構造の整理が必要であり、都道府県間の偏在、都道府県内の二次医療圏間の偏在、診療科偏在、若手医師の偏在のそれぞれを可視化し、
具体的な対策を整理することが重要である。

○ へき地保健医療対策も依然として厳しい状況が続いており、医師確保が困難な地域ではへき地対策に上乗せする形での支援も検討すべき。

○ 専門医の育成において、ある程度の総合診療的な要素をベースに含む必要があり、専門医取得の要件を見直すことが重要である。

○ 医師の働き方改革の推進により、若手医師を中心とした労働時間の削減が進んでおり、今の医師の働き方にあった医師偏在指標が必要。

○ 外来医師偏在指標において、かかりつけ医機能を担うであろう200床未満の中小病院の要素が含まれておらず、あくまでも診療所のみの要素で算出し
ていることから、外来医師偏在の実情を反映されている慎重に検討する必要がある。

○ 35歳未満の医療施設従事医師数を評価するにあたり、病院・診療所などの勤務先がどうなっているかを把握することも重要である。

医 師 偏 在 是 正 プ ラ ン・ 重点 医 師偏 在対 策 支援 区域 につ い て

○ 人口規模や地理的条件など、地域の細かな実情を考慮して重点医師偏在対策支援区域を設定してもらいたい。

○ 重点医師偏在対策支援区域について、今後の人口推計や地域の受療率等に応じた将来の医療需要を十分加味していく必要があると考える。そのため、
全国一律ではなく、地域の実態・実情に応じた対応を行っていくべき。

○ 重点医師偏在対策支援区域の対象医療機関や必要医師数の明確化には精緻な分析が求められるため、これまでの地域医療構想の重点支援区域等と同
様、関係団体等の意見を踏まえた調整会議等での慎重な合意形成を行うことが重要。

○ 重点医師偏在対策支援区域の設定に当たり、中学校区のような小さな地域単位での検討をしてはどうか。

○ 大都市部から医師少数県への誘導を考えていくときには、大学病院等がある医師の集積が高い地域がコアになって臨床研修医や専攻医を受け入れる
ことで、地域としてのボリュームを高め、その余力をもって県内の医師不足エリアへ派遣をして支えていくというような構図が必要。重点医師偏在
対策支援区域の設定に当たっては、そういった点も考慮するべき。



規 制 的 手 法 に つ い て
《管理者要件の対象医療機関の拡大》

○ 若年層は管理職になることを避ける傾向があるため、管理者要件の対象医療機関の拡大に魅力を感じる人が少ないのではないか。

○ 特に大病院の管理者は経営や労務管理を含む幅広い知識や経験を持つべきだが、管理者要件に医師少数区域等での勤務経験を義務化することは、結
果的に経験が偏った人材となるリスクがある。

○ 若い時期に６か月、１年と医師不足地域で働いたということは医師としての素養にも繋がることでなので、それを認定すること自体はよいこと。一
方で、昨今、若手医師で病院管理者になることを希望している医師はあまり多くないと思われるので、施策の効果としては疑問。

○ 対象医療機関に公的病院を含める場合、関係者の意見を考慮した丁寧な制度設計を求める。

○ 対象医療機関を拡大するならば、実効性確保のため、幅広い医療機関を対象とすべきである。

○ ６か月以上から延長するならば、現場の実態を踏まえて、断続的な勤務の積算も考慮するべきである。

○ 地方への派遣で６か月を１年にしたらどうかという案だが、むしろ３か月といった短くするのも手なのではないか。３か月という短い期間なら行っ
てもよいという人はいるはず。

《新規開業希望者への要請等》

○ 外来医師多数区域において新規開業する場合は、地域の不足診療科や医療機能を補う場合に限り、保険医療機関として指定し、順守しない場合は指
定を取り消すべきである。

○ 医師偏在是正のためには色々な地域・立場の関係者において合意形成が重要であることは理解するが、一方で、現案の規制的手法では偏在是正効果
が弱い。実効性を確保するため、都道府県の勧告に従わない場合は、保険医療機関の指定を取り消すなど、規制の強化が必要である。

○ 医師少数区域等での勤務経験を新規開業する場合の要件にしてはどうか。

○ 新規開業者への情報提供や要請は重要であるが、実効性を確保するために、関係者の理解を得ながら段階的に進めるべきである。

○ 現時点において、あくまで自由開業の否定となるような保険医療機関の取消等の強い規制的手法には反対である。地域の実情を情報提供し協議する
場を設けることが重要であり、新規開業を考える医師やコンサルタントに理解してもらう必要がある。

○ 医師多数区域の規制的手法を厳格にしたところで、決して少数区域には医師は向かない。むしろ規制的手法を強めるということよりも、本当に必要
な少数区域への医師の派遣の公的な仕組みが必要なのではないか。

《保険医療機関の管理者要件》

○ 保険医療機関の管理者要件に際しては、相当程度の長期間にわたる保険診療経験を義務付けるべきである。

○ 保険医療機関の管理者要件に一定期間の保険医勤務経験を設定することはよいが、医師偏在対策としての要件化とすると、美容医療等の都市部の誘
導につながるため、留意が必要である。

○ 管理者要件の厳格化が逆効果になるならば、保険医の登録要件に一定期間の保険医勤務経験を加えることを検討するべきである。

○ 医師多数区域で保険医療機関の管理者になる場合に、医師少数区域等での勤務経験を求めるのはどうか。

○ 美容医療に従事する医師に対して、一定期間、医師不足地域に行くことを要件とするのはどうか。
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3



令 和 6 年 9 月 3 0 日 「 新 た な 地 域 医 療 構 想 等 に 関 す る 検 討 会 」 に お け る 主 な ご 意 見 ③

経 済 的 イ ン セ ン テ ィブ につ い て
○ 首都圏よりいかに外に誘導していくとが重要。経済的インセンティブを講じるためには、確保基金が重要であり、医師確保の枠を大幅に拡大するこ

とを含めて、財源措置の強化を検討するべきである。

○ 医師確保のための経済的インセンティブに限らず、少数区域での開業支援、医師派遣、リカレント教育やマッチング機能の支援について、確保基金
による対策が望ましい。

○ 基幹病院からの医師派遣も重要な役割であり、基幹病院に対する積極的な支援が必要であろう。例えば、県立病院間や自治体病院を中心とした中小
病院間の派遣に対する評価や財政支援は乏しい。

○ 公立病院だけでなく、大きな公的病院や私的病院にも医師派遣能力がある可能性があるが、派遣するメリットとして経済的インセンティブを考慮す
る必要がある。

○ 医師の適切な配置のため、少数区域への医師派遣を公的に支援する仕組みが必要である。

○ 大学病院や中核病院からの医師派遣は重要であるが、働き方等への不満から中堅医師が辞めていく状況があるため、まずは派遣元医療機関の医師を
確保する必要がある。

○ 認定医師に対する経済的インセンティブは意義があり、短期的な経費補助だけでなく、継続的な支援を提供することが重要である。

○ 特に医師不足が進む地域に対しては、将来的にさらに過疎が進んでも医療提供が維持されるように、医師の生活を含めて、公的に保障する仕組みが
必要である。

○ 保険財源ではなく、都道府県や市町村等の補助金を通じて、地域に医師を確保することが重要。また、中小病院でかかりつけ医を支援する医師に経
済的インセンティブが出る方策が必要ではないか。

○ 単に経済的インセンティブだけでは効果が限定的である可能性があるため、ディスインセンティブや規制的手法を組み合わせた、より強力な医師偏
在の是正を進める必要がある。

○ 少数区域への経済的インセンティブを検討する際は、多数区域へのディスインセンティブもあわせて考慮すべきである。

○ 経済的インセンティブは行政の基本的な役割、責任として対応すべき事項。保険料を保険給付以外の目的で使用することは被保険者や事業主に説明
がつかない。診療報酬による対応は、めりはりを付ける中で検討することは否定しないが、補助金や税制との役割分担は必要である。

全 国 的 な マ ッ チ ン グ機 能の 支 援等 につ い て
○ 若年層を対象とした偏在対策だけでなく、中堅以降の医師が医師不足地域に行くことを考える必要がある。そのためには、リカレント教育とあわせ

て、全国的なマッチング機能の支援が必要である。

○ 老健の管理医師は、中堅・シニア世代のセカンドキャリアとして選ばれることが多いが、高齢者医療における総合的な診療能力を有する医師は少な
いのが現状。リカレント教育事業と連携することで、医師不足地域の老健にも適切なマッチングができるのではないか。

都 道 府 県 と 大 学 病 院等 の連 携 パー トナ ー シッ プ協 定に つ いて
○ 他県の好事例を参考にしながら、現場の関係者の意見を十分に考慮し、県全体のバランスを考えながら取り組みことが必要である。

○ 都道府県と大学病院等の連携は重要であり、指導医の確保により、地域内の派遣力を強化することが求められる。

○ 若手医師は短期間であれば少数区域に派遣されることをそれほど厭わない。大学病院や基幹病院等の地域を支援する機能の評価が重要。 4



第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現～「経済・財政新生計画」～
３．主要分野ごとの基本方針と重要課題

（１）全世代型社会保障の構築

（医療・介護サービスの提供体制等）

（略）

医師の地域間、診療科間、病院・診療所間の偏在の是正を図るため、医師確保計画を深
化させるとともに、医師養成過程での地域枠の活用、大学病院からの医師の派遣、総合的

な診療能力を有する医師の育成、リカレント教育の実施等の必要な人材を確保するための

取組、経済的インセンティブによる偏在是正、医師少数区域等での勤務経験を求める管理
者要件の大幅な拡大等の規制的手法を組み合わせた取組の実施など、総合的な対策のパッ

ケージを2024年末までに策定する。あわせて、2026年度の医学部定員の上限については

2024年度の医学部定員を超えない範囲で設定するとともに、今後の医師の需給状況を踏
まえつつ、2027年度以降の医学部定員の適正化の検討を速やかに行う。

（略）

（太字、下線は加筆）

「経済財政運営と改革の基本方針2024」（令和６年６月21日閣議決定） 【抜粋】
令和６年９月５日医療部会資料 令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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少子高齢化が進展する中、持続可能な医療提供体制の構築に向け、地域間・診療科間の医師偏在の是正を総合的に推進する。

対策 ２０２４年度 ２０２５年度 ２０２６年度 ２０２７年度

①医師確保
計画の深化

◆人口や医療アクセス状況等を踏まえ、都道府
県における医師偏在の是正プランの策定、国
における重点的な支援対象区域の選定。

②医師の
確保・育成

◆ 医師少数区域等での勤務経験を求める管理
者要件の大幅な拡大、外来医師多数区域の都
道府県知事の権限強化、保険医制度における
取扱い等の規制的手法を検討。

◆ 臨床研修の広域連携型プログラムの制度化。

◆ 中堅以降医師等の総合的な診療能力等に係
るリカレント教育について、R７年度予算要求。

◆ 医師多数県の臨時定員地域枠の医師少数県
への振替を検討。

③実効的な
医師配置

◆地域医療介護総合確保基金等による重点的
な支援区域の医療機関や処遇改善のための経
済的インセンティブ、当該区域への医師派遣等
を行う中核的な病院への支援、全国的なマッ
チング機能の支援等を検討。

◆ 大学病院との連携パートナーシップについて、
都道府県・大学病院にヒアリング等を行い、対
応を検討。

医師偏在是正に向けた総合的な対策

都道府県・大学病院と
協議、パートナーシップ
のプランの内容整理

「第８次医師確保計画（後
期）ガイドライン」策定

「第８次医師確保計画（後
期）」策定

「第８次医師確保計画（後
期）」開始

「第８次医師確保計画（後

期）」にプランを反映
プラン開始

改正法令
施行

各医療機関でプログラム
作成、研修医の募集・採用

プログラム開始

医師少数県の臨時定員地域枠の拡充

リカレント教育事業開始

必要に応じて

法令改正

地域医療介護総合確保基金等
による財政措置

➢①医師確保計画の深化・②医師の確保・育成・③実効的な医師配置を柱として、2024年末までに総合的な対策のパッケージ
を策定し、これらを組み合わせた医師偏在是正に係る取組を推進する。

＜総合的な対策パッケージの骨子案＞

近未来健康活躍社会戦略
（令和６年８月30日厚生労働省）
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医師偏在是正に向けた総合的な対策パッケージの骨子案の主な論点

主な論点

① 医師確保計画の実効性
■ 都道府県が医師偏在是正に主体的に取り組み、国は都道府県をサポートする仕組みを検討すべきではないか。

② 医師の確保・養成
■ 医師少数区域等での勤務を後押しするため、医学生・若手医師の地域への理解・意識を涵養し、地域での活躍を推進するとと

もに、臨床研修の広域連携型プログラムの制度化、医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機関の大幅な拡
大を検討すべきではないか。

■ 外来医師多数区域における新規開業希望者に対する医療機能の要請等の現行の仕組みをより実効力のあるものとする等の規制
的手法について、医療法等における位置づけを含めて検討すべきではないか。

■ 保険医制度の中で、保険診療の質を高めつつ医師の偏在是正に向けて、どのような方策が考えられるか検討すべきではないか。
■ 地域の医療需要や働き方改革推進の観点から、より一層の対応が必要な診療科の医師について、インセンティブを高める方策

についてどのように考えるか。
■ 医師少数区域等で勤務することも念頭に、中堅以降医師等の総合的な診療能力等に係るリカレント教育を推進すべきではない

か。
■ 医師養成過程や診療報酬を通じた対策についても、医師偏在是正の観点から検討すべきではないか。

※ なお、骨太方針2024においては「今後の医師の需給状況を踏まえつつ、2027年度以降の医学部定員の適正化の検討を速やかに行う。」とされている。

③ 実効的な医師配置
■ 新たに選定する重点的な支援対象区域（都道府県において医師偏在対策に重点的に取り組む支援対象区域）における開業・承

継の支援や、経済的インセンティブを含め、医師の勤務意欲につながる方策について検討すべきではないか。
■ 新たに選定する重点的な支援対象区域に医師派遣等を行う大学病院等の中核的な病院への支援や、全国的なマッチング機能の

支援等を検討すべきではないか。

④ 実施に向けて
■ ①～③の取組を推進していく上で、規制的手法はもとより、経済的インセンティブとして、どのような対応が必要か。経済的

インセンティブによる偏在是正を進めるにあたっては、国や地方のほか、保険者等からの協力を得るなど、あらゆる方策を検討
すべきではないか。

■ ①～③の取組を国、地方、医療関係者、保険者等がどのように協力して実施していくべきか。

令和６年９月５日 第１回厚生労働省医師偏在対策推進本部資料より
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令和６年９月５日医療部会資料 令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料



医師偏在是正に向けた基本的な考え方（案）

・ 医師少数の地域や診療科における医師の配置は、これまで基本的に職業選択の自由・営業の

自由に基づき医師が働く場所や診療科を自由に選択することができるという考え方の下、へき

地保健医療対策とともに、医師養成過程での取組を中心に進めてきた。

・ しかしながら、今後、地域ごとに人口構造が急激に変化していく中で、地域や診療科の医師配

置の不均衡が拡大しかねない状況にある。また、 日本の人口減少が進み、人材制約が大きくな

る一方、医師数は毎年増加しており、医師の需要と供給は2029年頃に均衡する推計※もある中、

医師確保対策について、総数の確保から適切な配置へと重心をシフトしていく必要がある。

※ 令和２年度の医師の需給推計における労働時間を週60時間程度に制限する等の仮定をおく需要ケース２

・ このような中、従来のへき地保健医療対策を超えた、新たな総合的な対策を講じていく必要が

ある。その際、若手医師を対象とした医師養成過程中心の対策から、全ての世代の医師へのア

プローチが求められる。

・ さらに、人口減少が進む中で、定住人口が見込まれる地域であっても、「保険あってサービ

スなし」という事態に陥る可能性があり、将来にわたって国民皆保険を維持し、こうした地域を

守るため、地域の必要な医療機能を確保することが必要であり、国、地方自治体、医療関係者、

保険者等の全ての関係者が協働して医師偏在対策に取り組むことが重要。
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医師偏在是正プラン・重点医師偏在対策支援区域について（案）

• 都道府県は、医師偏在指標や医師需給推計等を踏まえ、医師確保計画（都道府県・二次医療圏ごとに、医師の確保の方針、

目標医師数、具体的な施策等）を策定し、３年ごとに計画の見直しを行っている。

• 第７次医師確保計画（令和2～５年度）では、当該計画期間中に医師偏在指標が下位1/3である医師少数県や医師少数区域

が当該下位1/3基準値に達することを目標としていたところ、医師少数県16県のうち６県（38％）が、医師少数区域105区

域のうち43区域（41％）が目標を達成しているが、依然として一部の地域では地域偏在が解消されていない。

• 地域医療構想や働き方改革を推進するとともに、医師確保計画に基づく取組の更なる実効性を確保する必要がある。

Ⅰ 現 状 ・ 課 題

• 早急に医師確保を要する地域について、へき地保健医療対策にも取り組んでいるが、へき地でなくても、人口規模、地理的

条件、今後の人口動態等から、医療機関の維持が困難な地域もあり、まず早急に取り組む地域の対策として、優先的かつ重

点的に対策を進める区域を「重点医師偏在対策支援区域(仮称)」として設定することについて、どのように考えるか。

※「重点医師偏在対策支援区域(仮称)」は、医師偏在指標とともに、可住地面積あたりの医師数、住民の医療機関へのア

クセス状況、医師の高齢化の状況等も考慮して設定

• 都道府県の医師確保計画において、「医師偏在是正プラン(仮称)」を策定し、「重点医師偏在対策支援区域(仮称)」、対象

医療機関、必要医師数を具体的に示すことについて、どのように考えるか。その際、「重点医師偏在対策支援区域(仮称)」

については、国において、一定の基準を設けた上で、都道府県と調整して、選定することについて、どのように考えるか。

Ⅱ 取 組 の 方 向 性 案

（主な論点）9/5厚生労働省医師偏在対策推進本部

• 都道府県が医師偏在是正に主体的に取り組み、国は都道府県をサポートする仕組みを検討すべきではないか。

人口や医療アクセス状況等を踏まえ、都道府県における医師偏在の是正プランの策定、国における重点的な支援対

象区域の選定。
骨子案

（注）「医師確保計画策定ガイドライン～第８次（前期）～」（令 和５年３月 31日厚生労働省医政局地域医療計画課長等通知）（抜粋）
医師偏在指標は、エビデンスに基づき、人口 10 万対医師数よりも医師の偏在の状況をより適切に反映するものとして、医師偏在対策の推進において活用されるものである。
しかしながら、医師偏在指標の算定に当たっては、一定の仮定が必要であり、また、入手できるデータの限界などにより、指標の算定式に必ずしも全ての医師偏在の状況
を表しうる要素を盛り込めているものではない。このため、医師偏在指標の活用に当たっては、医師の絶対的な充足状況を示すものではなく、あくまでも相対的な偏在の
状況を表すものであるという性質を十分に理解した上で、数値を絶対的な基準として取り扱うことや機械的な運用を行うことのないよう十分に留意する必要がある。また、
医師偏在指標の活用に当たっては、地域医療構想の推進や医師の働き方改革も踏まえた一体的な議論が重要であることから、地域の実情に合わせた医療提供体制の維持を
十分に考慮すること。 9

令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料



医師偏在是正プラン・重点医師偏在対策支援区域（案）

【重点医師偏在対策支援区域】
○ 早急に医師確保を要する地域については、今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師が確保できず、人口減

少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い地域など、へき地でなくても、人口規模、地理的条件、今後の人口動態等か
ら、医療機関の維持が困難な地域もあり、まず早急に取り組む地域の対策として、優先的かつ重点的に対策を進める区域を
「重点医師偏在対策支援区域(仮称)」として定めることとしてはどうか。

・ 「重点医師偏在対策支援区域(仮称)」の設定に当たっては、都道府県において、厚生労働省が提示した候補区域を参考
としつつ、地域の実情に応じて、医師偏在指標、可住地面積あたり医師数、住民の医療機関へのアクセス、診療所医師の
高齢化率、今後の人口動態等を考慮して、地域医療対策協議会及び保険者協議会で協議して、｢重点医師偏在対策支援区域
(仮称)」を選定することとしてはどうか。

※ 都道府県において、地域の実情に応じて、二次医療圏単位、市区町村単位、地区単位などで設定

【医師偏在是正プラン】
○ 都道府県において、医師確保計画の中でより実効性のある医師偏在対策の取組を進めるため、「重点医師偏在対策支援区

域(仮称)」を対象とした「医師偏在是正プラン(仮称)」を策定することとしてはどうか。

・ 「医師偏在是正プラン(仮称)」においては、「重点医師偏在対策支援区域(仮称)」、支援対象医療機関、必要医師数、
医師偏在是正に向けた取組等を定めることとし、策定に当たり、地域医療対策協議会及び保険者協議会で協議することと
してはどうか。

・ また、「医師偏在是正プラン(仮称)」は、国の定めるガイドラインを踏まえ、緊急的な取組を要する事項から先行して
策定していき、令和8年度に全体を策定することとしてはどうか。

※ ｢医療計画（へき地の医療体制）｣に基づくへき地の医療対策は引き続き取り組む。

10

【厚生労働省が提示する候補区域（案）】

① 各都道府県の医師偏在指標が最も低い二次医療圏

② 医師少数県の医師少数区域

③ 医師少数区域かつ可住地面積当たりの医師数が少ない二次医療圏（全国下位1/4）

のいずれかに該当する区域

→ 全国で100程度の二次医療圏を想定

面積は全国の約43％、人口は全国の約15%、医師数は全国の約10%



『医師確保計画』（＝医療計画に記載する「医師の確保に関する事項」）の策定

医師確保計画を通じた医師偏在対策について

医師偏在指標の大小、将来の需給推計などを
踏まえ、地域ごとの医師確保の方針を策定。

・ 短期的に医師が不足する地域では、医師が多い地域
から医師を派遣し、医師を短期的に増やす方針とする

・ 中長期的に医師が不足する地域では、地域枠・地元
出身者枠の増員によって医師を増やす方針とする等

医師の確保の方針を踏まえ、目標医師数を達成
するための具体的な施策を策定する。

・ 大学医学部の地域枠を15人増員する

・ 地域医療対策協議会で、医師多数区域のA医療圏
から医師少数区域のB医療圏へ10人の医師を派遣
する調整を行う 等

医師の確保の方針 目標医師数を達成するための施策

(例)

医師の偏在の状況把握

* 2020年度からの最初の
医師確保計画のみ４年

（医療計画全体の見直
し時期と合わせるため）

国は、都道府県に医師確保計画として以下の内容を策定するよう、ガイドラインを通知。

都道府県による医師の配置調整のイメージ

（三次医療圏、二次医療圏ごとに策定）

医師多数区域・医師少数区域の設定

全国の335二次医療圏の医師偏在指標の値を一律に比較し、上位
の一定の割合を医師多数区域、下位の一定の割合を医師少数区
域とする基準を国が提示し、それに基づき都道府県が設定する。

医師偏在指標の算出

三次医療圏・二次医療圏ごとに、医師の偏在の状況を全国ベースで客
観的に示すために、地域ごとの医療ニーズや人口構成､医師の性年齢
構成等を踏まえた医師偏在指標の算定式を国が提示する。

・ 医療需要（ニーズ）及び
将来の人口・人口構成の変化

・ 患者の流出入等
・ へき地等の地理的条件

・ 医師の性別・年齢分布
・ 医師偏在の種別
（区域、診療科、入院／外来）

（例）

医師多数区域

医師少数区域

都道府県

医師が多い地域から少な
い地域に医師が配置され
るような取組を実施

可視化された客観的な
データに基づき、効果的な
施策立案を実施

３年*ごとに、都道府県において計画を見直し（PDCAサイクルの実施）

全国335医療圏

医師偏在指標

医療圏の順位 335位 334位 333位 ３位 ２位 １位

小 大下位33.3％
⇒医師少数区域

上位33.3％
⇒医師多数区域

・・・

背景
・ 人口10万人対医師数は、医師の偏在の状況を十分に反映した指標となっていない。
・ 都道府県が主体的・実効的に医師確保対策を行うことができる体制が十分に整っていない。

医師偏在指標で考慮すべき「５要素」

確保すべき医師の数の目標
（目標医師数）

（三次医療圏、二次医療圏ごとに策定）

医師確保計画策定時に、３年間の計画期間の終
了時点で確保すべき目標医師数を、医師偏在指
標を踏まえて算出する。

令和６年１月29日医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会資料 令和６年９月５日医療部会資料

参考
令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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関係市町村

地域住民

へき地勤務医等

国（厚生労働省）

都道府県

医療計画の策定

国庫補助事業の実施

調査・分析

国・他県との
意見交換・調整

無医地区等での巡回診療
保健指導等の実施

へき地保健指導所

支援 連携

○ へき地医療支援機構を中心に、行政、へき地で勤務する医師、へき地医療に協力する施設・機関、そしてへき地の住民がそれ
ぞれ連携・協力し、かつ他の都道府県の先進事例にも学びながら、効果的・効率的で持続可能性のあるへき地への医療提供体
制の構築を行う。

へき地医療支援機構

－ 行政機関等によるへき地医療の支援

総合調整、企画立案

高校生や医学生向けの啓発等

へき地勤務医のキャリア形成支援

代診医等の派遣調整

へき地医療拠点病院 (341施設 (R3.4.1現在)) 等

－ へき地の診療を支援

総合的な診療能力を有する

医師の育成

研修事業

代診医等派遣 入院患者の受入

遠隔医療による診療支援

巡回診療の実施

診療報酬（DPC）

上の加算（H22～）

へき地診療所 (1,108施設 (R3.4.1現在)) 等

－ へき地における診療

へき地住民に対する基礎的な医療の提供

専任担当官

都道府県内の医師確保状況の調査分析
医療機関や医師に対する相談援助
医師派遣事務
キャリア形成プログラムの策定
派遣医師のキャリア支援・負担軽減 等

地域医療支援センター

へき地医療に関する
経験をもつ医師

医療計画の指針等の策定

調査・分析

国庫補助の実施
拠点病院等の運営補助
医療施設等の施設整備
医療施設等の設備整備 等

他の施策との連携・調整

へき地医療支援機構等
連絡会議の開催

支援 連携

支援 連携

代診医派遣、キャリア
形成支援を調整・実施

統合も視野に緊密な連携

へき地勤務医の
支援等について協議

市町村等と協力して
啓発活動を実施

支
援
・
連
携

（約80億円）

へき地における医療の体系図 令和４年７月27日第11回第８次医療計画等に関する検討会資料参考
令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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出典：医師・歯科医師・薬剤師調査、統計（厚生労働省）
医師少数都道府県及び医師多数都道府県は医師偏在指標
（厚生労働省：令和２年２月）による
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H24 H26 H28 H30 R2 R4

医師多数県 医師中程度県 医師少数県 全国

35歳未満の医療施設従事医師数推移（平成24年を100とした場合）

○ 平成26年の前後で比較すると、医師少数都道府県の若手医師の数は、医師多数都道府県と比較し伸びており、
若手医師については地域偏在が縮小してきている。

※医師多数都道府県：医師偏在指標の上位33.3％の都道府県
医師少数都道府県：医師偏在指標の下位33.3％の都道府県
医師少数・多数以外都道府県：医師偏在指標の上位・下位33.3％以外の都道府県

27.8％増

4.6％増

全国 58,590人
医師多数都道府県 26,784人
医師少数・多数以外都道府県 17,307人
医師少数都道府県 14,499人

全国 66,544人
医師多数都道府県 28,012人
医師少数・多数以外都道府県 20,006人
医師少数都道府県 18,526人

(人)

0 2,000 4,000 6,000 8,000

増加数（H24→R4）

全国 医師多数県 医師中程度県 医師少数県

医師少数都道府県

医師少数・多数以外都道府県

医師多数都道府県

全国

第５回医師養成過程を通じた医師
の偏在対策等に関する検討会
令 和 ６ 年 ７ 月 ３ 日

資料２
一部改

令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料一部改
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95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

120.0

125.0

130.0

H24 H26 H28 H30 R2 R4

医師多数県 医師中程度県 医師少数県 全国

○ 平成26年の前後で比較すると、医師少数都道府県の医師数の伸び率は、医師多数都道府県より大きいが、その
伸び率の差は、若手医師（35歳未満）における伸び率の差と比較してわずかである。

出典：医師・歯科医師・薬剤師調査、統計（厚生労働省）
医師少数都道府県及び医師多数都道府県は医師偏在指標
（厚生労働省：令和２年２月）による

※医師多数都道府県：医師偏在指標の上位33.3％の都道府県
医師少数都道府県：医師偏在指標の下位33.3％の都道府県
医師少数・多数以外都道府県：医師偏在指標の上位・下位33.3％以外の都道府県

14.7％増

12.4％増

医師少数都道府県

医師少数・多数以外都道府県

医師多数都道府県
全国

医療施設従事医師数推移（平成24年を100とした場合）

全国 288,850人
医師多数都道府県 120,742人
医師少数・多数以外都道府県 89,301人
医師少数都道府県 78,807人

全国 327,444人
医師多数都道府県 135,669人
医師少数・多数以外都道府県 101,385人
医師少数都道府県 90,390人

(人)

0 10,000 20,000 30,000 40,000

増加数（H24→R4）

全国 医師多数県 医師中程度県 医師少数県

第５回医師養成過程を通じた医師
の偏在対策等に関する検討会
令 和 ６ 年 ７ 月 ３ 日

資料２
一部改

令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料一部改
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出典：医師・歯科医師・薬剤師統計（厚生労働省）
医師少数都道府県及び医師多数都道府県は医師偏在指標
（厚生労働省：令和２年２月）による

二次医療圏別における医療施設従事医師数推移（令和２年を100とした場合）

○ 医師少数区域では、その他の区域と比較して、特に若手医師（35歳未満）の増加数及び増加率ともに大きい。
○ 全ての世代の医師については、医師少数区域における増加率はやや大きいものの、増加数は小さい。

※医師多数/中程度/少数区域：第７次医師確保計画における二次医療圏ごとの医師偏在指標に基づく集計
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35歳未満医療施設従事医師数の推移
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14.1％増

0.8％増全国 64,927人
医師多数区域 49,156人
医師中程度区域 11,456人
医師少数区域   4,360人

全国 66,544人
医師多数区域 49,530人
医師中程度区域 12,038人
医師少数区域   4,976人
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100.0
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105.0

107.5

110.0

112.5

115.0

R4R2

医療施設従事医師数の推移

多数区域 中程度区域 少数区域 全国

2.3％増

1.1％増

全国 327,444人
医師多数区域 227,765人
医師中程度区域 69,619人
医師少数区域 30,060人

(人)

0 500 1,000 1,500 2,000

増加数（R2→R4）

(人)

0 1,000 2,000 3,000 4,000

増加数（R2→R4）

全国 323,700人
医師多数区域 225,319人
医師中程度区域 68,997人
医師少数区域 29,384人
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北海道における現在の診療所医師数と 2 0 4 0 年の見込み

2022年 2040年診療所医師数 :3,384 診療所医師数 : 1,786
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資料出所：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」（令和４年）を特別集計。

※市区町別診療所医師数の見込みについては、医師届出票による主従事先市区町村の診療所医師数、 80歳で引退し承継がない、新規開業がないと仮定。

※50％以上減少の二次医療圏を青塗り

＜診療所医師が80歳で引退し承継がなく、当該二次医療圏で新規開業がないと仮定した場合＞

○ 北海道全体の診療所医師数については、現在から2040年にかけて、47.2%の減少が見込まれている。

○ 北海道の二次医療圏ごとの診療所医師数については、21の二次医療圏のうち、16（76.1%）の二次医療圏において、50％以上の減少

が見込まれている。

【北海道の人口推移】
2020年 522.5万人※１

（17.3％減）

2040年 431.9万人※２

※１令和２年国勢調査（総務省統計局）
※２日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・

人口問題研究所）
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東北地方における現在の診療所医師数と 2 0 4 0年の見込み

2040年

資料出所：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」（令和４年）を特別集計。

※市区町別診療所医師数の見込みについては、医師届出票による主従事先市区町村の診療所医師数、 80歳で引退し承継がない、新規開業がないと仮定。

＜診療所医師が80歳で引退し承継がなく、当該二次医療圏で新規開業がないと仮定した場合＞

○ 東北地方全体の診療所医師数については、現在から2040年にかけて、54.0%の減少が見込まれている。

○ 東北地方の二次医療圏ごとの診療所医師数については、37の二次医療圏のうち、27（73.0%）の二次医療圏において、50％以上の減

少が見込まれている。

2022年

【東北地方の人口推移】
2020年 861.1万人※１

（20.9％減）

2040年 681.5万人※２

※１令和２年国勢調査（総務省統計局）
※２日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・

人口問題研究所）
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関東地方における現在の診療所医師数と 2 0 4 0年の見込み

2040年

資料出所：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」（令和４年）を特別集計。

※市区町別診療所医師数の見込みについては、医師届出票による主従事先市区町村の診療所医師数、 80歳で引退し承継がない、新規開業がないと仮定。

＜診療所医師が80歳で引退し承継がなく、当該二次医療圏で新規開業がないと仮定した場合＞

○ 関東地方全体の診療所医師数については、現在から2040年にかけて、41.5%の減少が見込まれている。

○ 関東地方の二次医療圏ごとの診療所医師数については、70の二次医療圏のうち、24（34.3%）の二次医療圏において、50％以上の減

少が見込まれている。

2022年

【関東地方の人口推移】
2020年 4,446.3万人※１

（3.8％減）

2040年 4,277.1万人※２

※１令和２年国勢調査（総務省統計局）
※２日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・

人口問題研究所）354 180
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中部地方における現在の診療所医師数と 2 0 4 0年の見込み

2040年

資料出所：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」（令和４年）を特別集計。

※市区町別診療所医師数の見込みについては、医師届出票による主従事先市区町村の診療所医師数、 80歳で引退し承継がない、新規開業がないと仮定。

＜診療所医師が80歳で引退し承継がなく、当該二次医療圏で新規開業がないと仮定した場合＞

○ 中部地方全体の診療所医師数については、現在から2040年にかけて、48.4%の減少が見込まれている。

○ 中部地方の二次医療圏ごとの診療所医師数については、57の二次医療圏のうち、38（66.7%）の二次医療圏において、50％以上の減

少が見込まれている。

2022年

【中部地方の人口推移】
2020年 2,210.8万人※１

（12.8％減）

2040年 1,927.1万人※２

※１令和２年国勢調査（総務省統計局）
※２日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・

人口問題研究所）

診療所医師数 :17,311 診療所医師数 :8,938 
※50％以上減少の二次医療圏を青塗り
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近畿地方における現在の診療所医師数と 2 0 4 0年の見込み

2040年

資料出所：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」（令和４年）を特別集計。

※市区町別診療所医師数の見込みについては、医師届出票による主従事先市区町村の診療所医師数、 80歳で引退し承継がない、新規開業がないと仮定。

＜診療所医師が80歳で引退し承継がなく、当該二次医療圏で新規開業がないと仮定した場合＞

○ 近畿地方全体の診療所医師数については、現在から2040年にかけて、48.2%の減少が見込まれている。

○ 近畿地方の二次医療圏ごとの診療所医師数については、51の二次医療圏のうち、29（56.9%）の二次医療圏において、50％以上の減

少が見込まれている。

2022年

【近畿地方の人口推移】
2020年 2,054.1万人※１

（12.2％減）

2040年 1,802.9万人※２

※１令和２年国勢調査（総務省統計局）
※２日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・

人口問題研究所）

診療所医師数 :19,659 診療所医師数 :10,185 
※50％以上減少の二次医療圏を青塗り
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中国地方における現在の診療所医師数と 2 0 4 0年の見込み

2040年

資料出所：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」（令和４年）を特別集計。

※市区町別診療所医師数の見込みについては、医師届出票による主従事先市区町村の診療所医師数、 80歳で引退し承継がない、新規開業がないと仮定。

＜診療所医師が80歳で引退し承継がなく、当該二次医療圏で新規開業がないと仮定した場合＞

○ 中国地方全体の診療所医師数については、現在から2040年にかけて、53.2%の減少が見込まれている。

○ 中国地方の二次医療圏ごとの診療所医師数については、30の二次医療圏のうち、27（90.0%）の二次医療圏において、50％以上の減

少が見込まれている。

2022年

【中国地方の人口推移】
2020年 725.5万人※１

（15.3％減）

2040年 614.1万人※２

※１令和２年国勢調査（総務省統計局）
※２日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・

人口問題研究所）

診療所医師数 :6,831 診療所医師数 : 3,194
※50％以上減少の二次医療圏を青塗り
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四国地方における現在の診療所医師数と 2 0 4 0年の見込み

2040年

資料出所：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」（令和４年）を特別集計。

※市区町別診療所医師数の見込みについては、医師届出票による主従事先市区町村の診療所医師数、 80歳で引退し承継がない、新規開業がないと仮定。

＜診療所医師が80歳で引退し承継がなく、当該二次医療圏で新規開業がないと仮定した場合＞

○ 四国地方全体の診療所医師数については、現在から2040年にかけて、56.4%の減少が見込まれている。

○ 四国地方の二次医療圏ごとの診療所医師数については、16の二次医療圏のうち、16（100.0%）の二次医療圏において、50％以上の減

少が見込まれている。

2022年

【四国地方の人口推移】
2020年 369.6万人※１

（19.9％減）

2040年 296.2万人※２

※１令和２年国勢調査（総務省統計局）
※２日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・

人口問題研究所）

診療所医師数 :3,245 診療所医師数 :1,414 
※50％以上減少の二次医療圏を青塗り
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九州地方における現在の診療所医師数と 2 0 4 0年の見込み

2040年

資料出所：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」（令和４年）を特別集計。

※市区町別診療所医師数の見込みについては、医師届出票による主従事先市区町村の診療所医師数、 80歳で引退し承継がない、新規開業がないと仮定。

＜診療所医師が80歳で引退し承継がなく、当該二次医療圏で新規開業がないと仮定した場合＞

○ 九州地方全体の診療所医師数については、現在から2040年にかけて、49.3%の減少が見込まれている。

○ 九州地方の二次医療圏ごとの診療所医師数については、63の二次医療圏のうち、41（65.1%）の二次医療圏において、50％以上の減

少が見込まれている。

2022年

【九州地方の人口推移】
2020年 1,424.6万人※１

（12.1％減）

2040年 1,252.7万人※２
※１令和２年国勢調査（総務省統計局）
※２日本の地域別将来推計人口（国立社
会保障・人口問題研究所）

診療所医師数 :13,093 診療所医師数 :6,642 
※50％以上減少の二次医療圏を青塗り
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規制的手法について（案）①

• 医師少数区域等に一定期間（６か月以上）勤務した医師を厚生労働大臣が認定する制度を活用し、医師不足地域の医師の確

保に取り組むとともに、地域医療支援病院の管理者は認定医師でなければならないこととしている（令和２年度以降に臨床

研修を開始した医師に限る）。

• 認定医師は令和５年３月末時点で507人となっており、認定制度の更なる活用を促進し、医師偏在是正につなげていく必要

がある。

Ⅰ 現 状 ・ 課 題

（主な論点）9/5厚生労働省医師偏在対策推進本部

• 医師少数区域等での勤務を後押しするため、医学生・若手医師の地域への理解・意識を涵養し、地域での活躍を推進するとともに、（略）

医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機関の大幅な拡大を検討すべきではないか。

医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の大幅な拡大（略）等の規制的手法を検討。骨子案

○ 医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機関の拡大

• 認定医師を管理者としなければならない医療機関として、現行は地域医療支援病院のみを対象としているが、対象医療機関

を拡大することについて、どのように考えるか。

※ 検討に当たっては、憲法上の職業選択の自由・営業の自由との関係、規制の合理性等について留意が必要。
※ 医療法第31条 公的医療機関（都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院又は診療所をいう。以下この節において同

じ。）は、協議が調つた事項その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項の実施に協力するとともに、第三十条の二十四の
規定により協力を要請されたときは、当該要請に応じ、医師の確保に関し協力しなければならない。

○ 医師少数区域等での勤務経験期間の延長

• 認定医師に求める医師少数区域等での勤務経験を、現行の６か月以上から延長することについて、どのように考えるか。例

えば、１年以上とすることについて、どのように考えるか。

Ⅱ 取 組 の 方 向 性 案
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医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機関の拡大等（案）

【医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機関の拡大】
○ 管理者の要件として医師少数区域等における一定期間の勤務経験を求める対象医療機関について、現行は地域医療

支援病院としているが、管理者に求められる幅広い経験の機会となる期間を考慮するとともに、対象医療機関を拡大
することとしてはどうか。

・ 対象医療機関について、医療法第31条において医師の確保に関する事項の実施に協力すること等が求められてい
る公的医療機関及び国立病院機構・地域医療機能推進機構等の病院を追加してはどうか。（対象は現行の約700病院か

ら、約1,600病院に増加）

・ 他方、医師少数区域等に所在する対象医療機関の管理者となる場合は、その後に医師少数区域等の勤務を経験す

ることとなるため、対象から除外してはどうか。

・ また、地域医療対策協議会において調整された医師派遣の期間や、地域医療対策協議会で認められた管理者に求

められる幅広い経験の機会となる期間（例えば医育機関で医療従事者等の指導等に従事した期間等）について、医

師少数区域等での勤務経験の期間に一部認められることとしてはどうか。

※ 医療法第31条 公的医療機関（都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院又は診療所をいう。以下この節において
同じ。）は、協議が調つた事項その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項の実施に協力するとともに、第三十条の
二十四の規定により協力を要請されたときは、当該要請に応じ、医師の確保に関し協力しなければならない。

※ 現行制度は令和2年度以降に臨床研修を開始した医師を管理者とする場合に適用される。

【医師少数区域等での勤務経験期間の延長】
○ 医師少数区域等での勤務経験期間について、現行の6か月以上から延長することとしてはどうか。

・ 医師少数区域等での勤務経験期間について、1年以上に延長してはどうか。

・ その際、医師免許取得後9年以上経過している場合は断続的な勤務日の積み上げでよいこととし、医師免許取得後
9年以上経過していない場合は、原則6か月以上の連続した勤務（妊娠･出産等による中断は可）に加え、残りの期
間は断続的な勤務日の積み上げでよいこととしてはどうか。

※ 現行制度において医師少数区域等の勤務経験期間6か月以上の取扱いとして、医師免許取得後9年以上経過している場合は断続的な
勤務日の積み上げでよく、9年以上経過していない場合は原則として連続した勤務（妊娠･出産等による中断は可）とされている。
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医師少数区域等で勤務した医師を認定する制度について

申請に基づき、厚生労働大臣が
医師少数区域等における医療に
関する経験を認定

厚生労働省

○ 医師少数区域等における勤務の促進のため、医師少数区域等に一定期間勤務し、その中で医師少数区域等に
おける医療の提供のために必要な業務を行った者を厚生労働大臣が認定する。

申請

認定

【申請内容】
○ 勤務した医療機関名と所在地
○ 勤務した期間
○ 業務内容
等

➢ 申請の際には、医師少数区域等での
医師の勤務状況に対する認定制度の影
響を測るため、認定の対象となる勤務の
直前の勤務地等についても申告する。

認定医師等に対するインセンティブ

①一定の病院の管理者としての評価
• 地域医療支援病院の管理者は、認定医師でなければならないこととする。
 （2020年度以降に臨床研修を開始した医師を管理者とする場合に限る。）

②認定医師に対する経済的インセンティブ
• 認定を取得した医師が医師少数区域等で診療を実施する際の医療レベルの向上や取得している資格等の維持に係る経費（研修受
講料、旅費等）について支援を行う。

認定に必要な勤務期間や業務内容

※１ 医師免許取得後9年以上経過していない
場合は、原則として連続した勤務（妊娠・出産
等による中断は可）とするが、 9年以上経過し
た場合は、断続的な勤務の積算も可。

医師少数区域等の医療機関

＜認定に必要な業務＞
(1)個々の患者の生活状況を考慮し、幅広い病態に対応する継続的な診療及び
保健指導（患者の専門的な医療機関への受診の必要性の判断を含む。）
 地域の患者への継続的な診療
 診療時間外の患者の急変時の対応
 在宅医療 等

(2)他の医療機関や、介護・福祉事業者者等との連携
 地域ケア会議や退院カンファレンス等への参加 等

(3)地域住民に対する健康診査や保健指導等の地域保健活動
 健康診査や保健指導等の実施 等

医師少数区域等における
６ヵ月以上※１の勤務※２

医師
※２ 認定の対象となるのは、2020年度以降の
勤務とする。（臨床研修中の期間を除く。）

参考
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医師少数区域経験認定医師の認定数の推移

○ 令和６年３月末現在の医師少数区域経験認定医師の認定数は684人となっている。

資料出所：厚生労働省医政局地域医療計画課調べ
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令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料（一部改）

参考
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地域医療対策協議会・地域医療支援センター

平成30年医療法改正により、地域医療対策協議会の役割の明確化、協議プロセスの透明化を図るとともに、地域医療
支援センターとの関係や役割について明確化

協議事項を法定

・ キャリア形成プログラムの内容
・ 医師の派遣調整
・ 派遣医師のキャリア支援策
・ 派遣医師の負担軽減策

・ 大学の地域枠・地元枠設定
・ 臨床研修病院の指定
・ 臨床研修医の定員設定
・ 専門研修の研修施設・定員 等

地域医療対策協議会
（医師確保対策の具体的な実施に係る関係者間の協議・調整を行う場）

構成員 都道府県、大学、医師会、主要医療機関、民間医療機関 等

※ 議長は都道府県以外の第三者・互選、女性割合に配慮 等

役割

協議の
方法

・ 医師派遣先（公的､民間の別）等の医師の派遣状況について定期的
に国がフォローアップ

国の
チェック

・医師偏在指標に基づき協議

・大学・医師会等の構成員の合意が必要

・協議結果を公表

法定
事務

・ 都道府県内の医師確保状況の調査分析
・ 医療機関や医師に対する相談援助
・ 医師派遣事務
・ キャリア形成プログラムの策定
・ 派遣医師のキャリア支援・負担軽減 等

地域医療支援センター
（医師確保対策の事務の実施拠点）

都道府県が実施する医師派遣等の対策は、
地域医療対策協議会において協議が調った
事項に基づいて行う

※医療従事者の勤務環境改善については、医療勤務
環境改善支援センターと連携を図る

第４回地域医療構想及び医師確保計画に

関 す る ワ ー キ ン グ グ ル ー プ
令 和 4 年 ５ 月 １ １ 日

資料１

参考
令和６年９月５日医療部会資料 令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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地域医療対策協議会における医師派遣実績について

○ 地域医療対策協議会における医師派遣実績

※ 令和４年４月１日～令和５年３月３１日に派遣を開始した実績

医師不足地域 その他の地域 小計

常勤医師 2,164 1,948 4,112

非常勤医師 134 12 146

小計 2,298 1,960 4,258

地域医療対策協議会における医師派遣実績

修学資金非貸与の地域枠医師 95人

派遣された医師の類型

修学資金貸付対象医師 3,154人

自治医科大学卒業医師 773人

ドクターバンク等によるあっせん医師 53人
その他 158人

計4,258 人

「医師不足地域」とは、医師少数区域、医師少数スポット、へき地、離島、その他都道府県が医師不足と考える地域を指す。

• 派遣された4,258人のうち、2,298人(54%)

が医師不足地域に派遣されている。

• 派遣された4,258人のうち、3,927人(92%)

が修学資金貸付対象医師・自治医大卒業

医師となっている。

• 今後、修学資金貸付対象医師等の増加が

見込まれるため、更なる医師派遣の増加

が見込まれる。

修学資金貸付対象医師や

自治医大卒業医師などの

キャリア形成プログラム適用

医師は、地域での従事期

間である9年間のうち4年間

は医師少数区域等で勤務

することとされている0

2,000

4,000

6,000

R3 R4 R5

派遣人数（常勤換算）

医師不足地域 その他

（医師少数区域：1,434人）（医師少数スポット：385人）（へき地：232人）（離島：118人）

（その他都道府県が医師不足と考える地域：456人）※重複項目あり

寄附講座による派遣医師 25人

令和６年１月29日医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会資料（一部改）参考
令和６年９月５日医療部会資料 令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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規制的手法について（案）②

• 「外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン」において、都道府県は、外来医療機能に関する協議の場を設
置し、少なくとも外来医師多数区域においては、新規開業希望者に対して、協議の内容を踏まえて、地域に必要とされる医
療機能を担うよう求めることとしている。

• 現行の地域に必要とされる医療機能を担うことへの要請の枠組みを制度化し、地域で足りない医療機能を強化し、実績を
フォローアップする仕組みを導入すべきとの指摘がある。

• また、医師過剰地域における新規開業規制の導入について諸外国の例も参考に検討すべきとの指摘がある。

• 保険診療の質を高める観点から、卒後一定期間の保険診療実績を保険医療機関の管理者の要件にすべきとの指摘がある。

Ⅰ 現 状 ・ 課 題

（主な論点）9/5厚生労働省医師偏在対策推進本部
• 外来医師多数区域における新規開業希望者に対する医療機能の要請等の現行の仕組みをより実効力のあるものとする等の規制的手法につい

て、医療法等における位置づけを含めて検討すべきではないか。
• 保険医制度の中で、保険診療の質を高めつつ医師の偏在是正に向けて、どのような方策が考えられるか検討すべきではないか。

（略）外来医師多数区域の都道府県知事の権限強化、保険医制度における取扱い等の規制的手法を検討。骨子案

○ 外来医師多数区域における新規開業希望者への地域で必要な医療機能の要請等の仕組みの実効性の確保
• 現行の仕組みを医療法に位置付けるとともに、外来医師多数区域の新規開業希望者に対して、事前に診療所で提供する予定

の医療機能を記載した届出を求め、都道府県において当該届出の内容を踏まえ、不足している医療機能の提供を要請するこ
とについて、どのように考えるか。

• また、外来医師多数区域において正当な理由なく要請した地域で必要な医療機能を提供しない場合は、都道府県において勧
告・公表を行うこと、併せて、実効性を確保するため、保険医療機関制度における取扱いについて、どのように考えるか。

• 外来医師多数区域での開業を許可制とし、開業の上限を定めることについて、どのように考えるか。
※ 検討に当たっては、憲法上の職業選択の自由・営業の自由との関係、規制の合理性、既存診療所との公平性及び新規参入抑制による医療の質等

について留意が必要。

○ 保険医療機関の管理者要件
• 例えば、保険医療機関の管理者を法律に規定し、管理者要件として一定期間の保険医勤務経験を設定するなどの方策につい

て、どのように考えるか。

Ⅱ  取 組 の 方 向 性 案
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【外来医師多数区域における新規開業希望者への地域で必要な医療機能の要請等の仕組みの実効性の確保】

○ 地域で不足している医療機能の確保によってより適切な医療提供体制を構築する観点から、現行の「外来医療に係る医療提供体制の確保

に関するガイドライン」による外来医師多数区域における新規開業希望者への地域で必要な医療機能の要請等の仕組みについて、実効性を

確保するための対応を行うこととしてはどうか。

・ 都道府県において、外来医師偏在指標が一定数値（例えば標準偏差の数倍）を超える地域（外来医師過多区域）における新規開業希望

者に対して、開業の一定期間前（例えば3か月前等）に、提供する予定の医療機能等を記載した届出を求めた上で、当該届出の内容等を

踏まえ、地域の外来医療の協議の場への出席を求めることができ、また、地域で不足している医療機能の提供や医師不足地域での医療の

提供を要請することができることを医療法に規定することとしてはどうか。

※ 外来医師過多区域、地域で不足している医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容は、都道府県において、地域の外来医療の協議の場における協議
内容を踏まえ、事前に公表する。

※ 外来医師過多区域の中で、今後も人口動態等も踏まえつつ、人口あたり医師数や可住地面積あたり医師数等が特に高い市区町村や地区がある場合は、対
象区域を市区町村単位や地区単位とすることもあり得る。

【参考】「外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン～第８次（前期）～」（令和5年3月厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）（抜粋）
○ 外来医療計画においては、まず、厚生労働省が示す外来医師偏在指標の計算式に基づき、都道府県において二次医療圏単位で外来医師偏在指標を定め、

この外来医師偏在指標に基づき二次医療圏ごとに外来医師多数区域を定義する。都道府県は、外来医師多数区域において新規開業を希望する者に対しては、
当該外来医師多数区域において不足する医療機能を担うよう求め、新規開業を希望する者が求めに応じない場合には協議の場への出席を求めるとともに、
協議結果等を住民等に対して公表することとする。外来医師偏在指標の値及び協議の場における協議プロセス、公表の方法等については、外来医療計画に
盛り込み、あらかじめ公表しておくこととする。

○ 新規開業者の届出様式には、地域で不足する外来医療機能を担うこと（地域 ごとに具体的に記載）に合意する旨の記載欄を設け、協議の場において合
意の状況を確認することとする。

○ 合意がない場合等の新規開業者が地域で不足する外来医療機能を担うことを拒否する場合等には、臨時に協議の場を開催し出席要請を行うこととする。
臨時の協議の場において、協議の場の構成員と出席要請を受けた当該新規開業者等の間で協議を行い、その協議結果を公表することとする。ただし、協議
の簡素化のため、協議の形態については適宜持ち回り開催とし、新規開業者からは合意事項に合意をしない理由等の文書の提出を求める等の柔軟な対応を
可能とする。

○ 外来医師多数区域における新規開業者に対しては、地域で不足する医療機能を担うことに合意が得られた事項に関して、地域の医師会や市町村と情報共
有する等、フォローアップを行うこととする。
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・ 実効性を確保するための仕組みとして、以下のような対応が考えられるのではないか。

‣ 開業後、要請に従わず、地域で不足している医療機能の提供や医師不足地域での医療の提供を行わない開業者に対して、都道府県に
おいて、都道府県医療審議会での理由等の説明を求めた上で､やむを得ない理由と認められない場合は勧告を行い、勧告に従わない場
合は公表を行うことができることとする。また、都道府県において、当該開業者から状況の報告･確認を行うことができることとする。
（医療法）

‣ 要請･勧告を行った場合、保険医療機関の指定期間を６年でなく３年とすることができることとするなど、保険医療機関の指定権限
に関する取扱いについてどのように考えるか。（健康保険法）

【参照条文】健康保険法
（療養の給付）

第六十三条 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
３ 第一項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方

法（以下「電子資格確認等」という。）により、被保険者であることの確認を受け、同項の給付を受けるものとする。
一 厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所（第六十五条の規定により病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。以下「保険医療機関」という。）又は

薬局（以下「保険薬局」という。）
（保険医療機関又は保険薬局の指定）

第六十五条 第六十三条第三項第一号の指定は、政令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。
２ （略）
３ 厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第六十三条第三項第一号の指定をしないことができる。

一～六 （略）
（地方社会保険医療協議会への諮問）

第六十七条 厚生労働大臣は、保険医療機関に係る第六十三条第三項第一号の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定（指定の変更を含む。）を行
おうとするとき、又は保険薬局に係る同号の指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。
（保険医療機関又は保険薬局の指定の更新）

第六十八条 第六十三条第三項第一号の指定は、指定の日から起算して六年を経過したときは、その効力を失う。
（保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し）

第八十条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医療機関又は保険薬局に係る第六十三条第三項第一号の指定を取り消すことができる。
一～九 （略）
（社会保険医療協議会への諮問）

第八十二条 厚生労働大臣は、第七十条第一項（第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。）若しくは第三項若し
くは第七十二条第一項（第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。）の厚生労働省令を定めようとするとき、又
は第六十三条第二項第三号若しくは第五号若しくは第七十六条第二項（これらの規定を第百四十九条において準用する場合を含む。）の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問す
るものとする。ただし、第六十三条第二項第三号の定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。

２ 厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る第六十三条第三項第一号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る第六
十四条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。

‣ また、このような取組のあり方について医療保険サイドでも議論を行ってはどうか。
※ これらの検討に当たっては、憲法上の職業選択の自由・営業の自由との関係、規制の合理性、既存診療所との公平性及び新規参入抑制による医療の質

等について留意が必要。

○ 上記の対応の対象とならない外来医師多数区域においては、引き続き、「外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン」に
よる地域で必要な医療機能の要請等の取組を推進することとしてはどうか。

【保険医療機関の管理者要件】
○ 2040年頃に向けて､複数疾患や医療･介護の複合ニーズを抱えた高齢者の増加及びこれによる医療費の増加が見込まれるところ､当該高齢

者を支える中心となる保険医療機関については､適正な保険医療を効率的に提供することが求められる。これを担う総合的な能力を有する医
師を各保険医療機関において確保することが必要であることを踏まえ､保険医療機関に運営管理の責任者として管理者を設け､一定期間の保
険診療に従事すること等を要件としてはどうか。また､これに当たっては医師少数区域における管理者要件の適用をどのように考えるか｡



外来医師過多区域における新規開業希望者への地域で不足している医療機能の
提供等の要請等のフローイメージ（案）

①外来医療の協議の場での
調整

不足する機能等を提供する 不足する機能等を提供しない

②要請に従い、不足する
機能等を提供しているか

提供していない提供している

都道府県医療審議会での理由等の説明の求め

③要請された機能等を提供
しない理由はやむを得ないか

やむを得ない理由でないやむを得ない理由である

④勧告に従い、不足する
機能等を提供しているか 提供している 提供していない

医療法 （都道府県） 健康保険法 （厚生労働大臣）

開業
３か月前

開業

要請

※②～④を３年ごとに実施

勧告

外来医師過多区域、地域で不足している医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容の公表
※ 外来医療の協議の場における協議内容を踏まえる

※ 地域で不足する機能、医師不足地域での医療の提供の要請

公表

※要請時と事情が変更した場合等

※ 都道府県医療審議会の意見を事前に聴く

外来医療の協議の場への参加の求め

不足する機能等を提供する 不足する機能等を提供しない

提供する予定の医療機能を記載した事前届出

要
請
さ
れ
た
機
能
等
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
の
報
告
・
確
認
（
随
時
）
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※ 保険医療機関制度の取扱いについて
引き続き検討



外来医療機能に関する情報の可視化

○ 地域ごとの外来医療機能の偏在・不足等の客観的な把握を行うために、診療所の医師の
多寡を外来医師偏在指標として可視化。

○ 外来医療については、無床診療所の開設状況が都市部に偏っていること、診療所における診療科の専門分化が進んでいること、救急
医療提供体制の構築等の医療機関間の連携の取組が、個々の医療機関の自主的な取組に委ねられていること、等の状況にある。

○ それを踏まえ、 「医療従事者の需給に関する検討会 医師需給分科会 第２次中間取りまとめ」において、外来医療機能に関する
情報の可視化、外来医療機能に関する協議の場の設置等の枠組みが必要とされ、また、医療法上、医療計画において外来医療に
係る医療提供体制の確保に関する事項（以下、「外来医療計画」）が追加されることとなった。

外来医師偏在指標を活用した地域における外来医療機能の不足・偏在等への対応

地域の人口

標準化診療所医師数

×地域の標準化受療率比
10万

×地域の診療所の外来患者対応割合

外来医師偏在指標 ＝

外来医療機能に関する協議及び協議を踏まえた取組

○ 地域ごとにどのような外来医療機能が不足しているか議論を行う、協議の場を設置。
※ 地域医療構想調整会議を活用することも可能。 ※ 原則として二次医療圏ごとに協議の場を設置することとするが、必要に応じて市区町村単位等での議論が必要なものについては、別途ワーキンググループ等を設置することも可能。

○ 少なくとも外来医師多数区域においては、新規開業希望者に対して、協議の内容を踏まえて、初期救急（夜間・休日の診療）、在宅医療、公衆衛生（学校医、産業
医、予防接種等）等の地域に必要とされる医療機能を担うよう求める。

※ 医師偏在指標と同様、医療ニーズ及び人口・人口構成とその変化、患者の流出入、へき地などの地理的条件、
医師の性別・年齢分布、医師偏在の単位の５要素を考慮して算定。

○ 外来医療計画の実効性を確保するための方策例

経緯

○ 外来医師偏在指標の上位33.3％に該当する二次医療圏を、外来医師多数区域と設定。

新規開業希望者等に対する情報提供

○ 外来医師偏在指標及び、外来医師多数区域である二次医療圏の情
報を、医療機関のマッピングに関する情報等、開業に当たって参考となる
データと併せて公表し、新規開業希望者等に情報提供。

※ 都道府県のホームページに掲載するほか、様々な機会を捉えて周知する等、新規開業希望者
等が容易に情報にアクセスできる工夫が必要。また、適宜更新を行う等、質の担保を行う必要
もある。

※ 新規開業者の資金調達を担う金融機関等にも情報提供を行うことが有効と考えられる。

・ 新規開業希望者が開業届出様式を入手する機会を捉え、地域における地域の外来医療機能の方針について情報提供
・ 届出様式に、地域で定める不足医療機能を担うことへの合意欄を設け、協議の場で確認
・ 合意欄への記載が無いなど、新規開業者が外来医療機能の方針に従わない場合、新規開業者に対し、臨時の協議の場への出席要請を行う
・ 臨時の協議の場において、構成員と新規開業者で行った協議内容を公表 等

令和3年6月18日第8次医療計画等に関する検討会資料２改

参考
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令和６年９月５日医療部会資料 令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料



全ての区域で要請
10（27％）

外来医師多数区域のみで要請 18（49％）

要請していない*  

9（24％）

新規開業者への地域で不足する医療機能を担うことの要請等について ( 令 和 ５ 年 度 )

１ 新規開業者に対して地域で不足する医療機能
を担うことを要請している都道府県

２ 外来医師多数区域における新規開業希望者への要請状況

※１、２、３は外来医師多数区域を有する37都道府県、４は「合意あり」の24都道府県、
５は「要請あり」の26都道府県のうち、「合意なし」の13都道府県を集計

外来医師多数区域
の有無

地域で不足する医療機能を
担うことの要請

合意あり
３

協議の場への出席要請や
書面提出要請等の対応

12

合意なし
2

新規開業者数
2,648

要請なし*

536

要請あり
2,112

有

要請のみ***

100

５ 不足する医療機能に関する要請等の結果の公表を行っている都道府県*

医療機能（複数回答可） 件数

産業医や予防接種等の公衆衛生 474

在宅医療 220

初期救急医療 197

その他の地域医療として対策が必要な医療機能 279

３ 担うことが合意された医療機能の件数

あり
12（50%）

なし
12（50%）

４ 合意事項に関するフォローアップの取組*を行っている都道府県

*  フォローアップの実施については、令和５年
３月に改定されたガイドラインにおいて新た

に明記された項目であり、当該項目は令和６
年４月から開始される外来医療計画から反映
される見込み。このため、令和５年度の状況

は都道府県における自主的な取組である。

* 医療機関情報、合意の有無・内容、合意でき
ない場合の理由などの要請等の結果の公表を
行っている都道府県

* 「要請していない」には、書面で
の意向確認のみの場合を含む。

○新規開業者への地域で不足する医療機能を担うことの要請については、外来医師多数区域を有する37都道府県のうち、「全ての区
域」又は「外来医師多数区域のみ」において要請している都道府県の数は28（76％）。

○外来医師多数区域における新規開業者2,648のうち、「要請あり」の数は2,112（80%）、このうち「合意あり」は640（24%）。

○担うことが合意された医療機能は、多い順に、「公衆衛生」474件、「在宅医療」220件、「初期救急医療」197件。

○「合意あり」の24都道府県のうち、合意事項に関するフォローアップの取組を行っている都道府県の数は12（50%）。

○「要請あり」の26都道府県のうち、 「合意なし」の13都道府県において、不足する医療機能に関する要請等の結果の公表を行っ
ている都道府県の数は９（69％）。

協議中**

975
対応をしていない

388

あり
9（69%）

なし
4（31%）合意あり

637

合意なし
400

協議中**

７

*       「要請なし」には、要請をしていない自治体における新規開業者に加え、一部、単に施設移転の開業であるため要請して

   いない場合を含む。

**      「協議中」は、要請に応じない場合に、協議の場への出席要請等を継続しているもの。

*** 「要請のみ」は、要請のみ行っており、要請後に合意の有無を確認していないもの。

厚生労働省医政局地域医療計画課調べ 35

参考
令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料



○ 在宅当番医制に参加している診療所の割合が10%未満の二次医療圏は、外来医師偏在指標が一定数値

（標準偏差の2倍）を超える圏域では62.5%、それ以外の圏域では39.1%。

○ 夜間の救急対応を行っている診療所の割合が10%未満の二次医療圏は、外来医師偏在指標が一定数値

（標準偏差の2倍）を超える圏域では37.5%、それ以外の圏域では27.3％。

資料出所：厚生労働省「医療施設（静態）調査」（2020年）を基に作成

診療所の在宅当番医制及び夜間救急対応の状況について

在宅当番医制に参加している診療所の割合が10%未満の二次医療圏 夜間の救急医療を行っている診療所の割合が10％未満の二次医療圏

39.1%

62.5%

37.5%

27.3%

参考
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人口・診療所数、外来受療率の推移（東京都、全国）

（外来受療率）外来の初･再診料の算定回数(NDBオープンデータ)を人口(総務省｢人口統計｣)で除すこと
により算出(人口10万対)。医療機関の稼働日数を270日と仮定。(病院、一般診療所を含む)

（人口）総務省「人口推計」
（一般診療所数）厚生労働省「医療施設調査」 ※歯科診療所を含まない。

外
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○ 人口は増加傾向にあり、診療所数も増加傾向にある。

人口・診療所数の推移

○ 診療所数は増加傾向にあるが、外来受療率は横ばい傾向にある。

外来受療率

○ 人口は減少傾向にあるが、診療所数は増加傾向にある。

【東京都】

【全国】
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外来受療率は横ばい傾向

【東京都】

○ 診療所数は増加傾向にあるが、外来受療率は横ばい傾向にある。

【全国】

外来受療率は横ばい傾向

外
来
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診療所医師数 70歳以上の診療所医師数

東京都 16,582人 2,961人 17.9％

全国 107,348人 24,699人 23.0％
資料出所：厚生労働省「医師・歯科医
師・薬剤師統計」（令和４年）

【東京都と全国の70歳以上の診療所医師数】



・自由開業制との関係（現行制度上、医師免許は開業免許と位置付けられており、憲法で保障された営業の

自由との関係の整理が必要）

・国民皆保険との関係（国民皆保険を採用する我が国においては、保険上の制限も実質上の開業制限）

・雇入れ規制の必要性（開業規制を行うのであれば、雇入れ規制が必要であるが、これは事実上困難）

・新規参入抑制による医療の質低下への懸念（新規参入がなくなれば、医療の質を改善・向上する

インセンティブが低下する懸念）

・駆け込み開設への懸念（病床規制を導入した際は、S59～H3 までの間に238,916床増床）

地域における外来医療機能の不足・偏在等への対応

現 状
○ 外来患者の約６割が受診する無床診療所

は、開設が都市部に偏っている。

○ また、地域における救急医療提供体制の
構築、グループ診療の推進、放射線装置の
共同利用等の医療機関の連携の取組が、
個々の医療機関の自主的な取組に委ねられ
ている。

制度改正案

外来医療に関する協議の場を設置

無床診療所の開業規制を行う場合の課題

-1

0

1

2

3

4

5

6

「駆け込み増床」
（S59～H3）

S38 S60

H21

地域医療構想調整会議を活用して
協議を行うことができる

二次医療圏を基本単位として設置

構成員：医療提供者、医療保険者、
住民代表、市町村 等

103.8 
81.5 

69.9 63.3 

人口10万人対無床診療所数

特別区 政令市 中核市 その他

上
位

1位：東京都・区中央部 248.8

2位：大阪府・大阪市 123.1

下
位

2位：北海道・遠紋 32.9

1位：北海道・根室 26.5

（二
次
医
療
圏
別
）

〔参考〕一般病床数の増加数の年次推移
（平成12年以降は療養病床含む）

6

5

4

3

2

1

0

-1

（万）

医師偏在の度合いを示す指標の導入

地域ごとの外来医療機能の偏在・不足等の客観的な把握が可能

○ 外来医療機能に関する情報を可視化するため、地域の関係者が提供する

情報の内容（付加情報の追加、機微に触れる情報の削除等）について協議

○ 救急医療提供体制の構築、グループ診療の推進、医療設備の共同利用等

の、地域における外来医療機関間の機能分化・連携の方針についても協議

小児科が必要
夜間・救急体制の構築のためには、
地域の診療所の協力が必要

在宅医療への
対応が必要

平成30年1月24日 医療部会資料
参考
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ドイツにおける｢需要計画｣による医師偏在対策（精査中）

※ 大学での医学教育の後、医師試験に合格して医師免許を取得する。その後、州医師会の管轄下で、専門領域ごとに定められた卒後研修を受け、試験に合格し承認されることで、
家庭医を含む、何らかの専門医となる。専門医となることで、その専門に係る診療科標ぼうが可能となる。また、開業に際しては１つの診療科しか標ぼうすることができない。

○ 医師は専門医となり、保険医協会から嘱託医の承認を得ることで、診療所の開業医として公的医療保険の診療報酬の請求を行う
ことができる。診療報酬の体系上、各診療科の給付は当該専門医が請求可能。

○ 保険医協会は、地域の年齢・性別・有病率を踏まえ、地域ごと・診療科ごとの医師の配置比率（医師１名あたり住民数）を示し
た「需要計画」（Bedarfsplanung）を策定。地域ごと・診療科ごとに、実際の医師の配置状況と比較して、以下のような医師の
供給調整が行われる。

・ 供給不足（医師の充足率が家庭医は75％未満、他の専門医は50％未満）→ 供給不足解消措置（割増手当、診療所開設補助、医師派遣等）

・ 過剰供給（医師の充足率が110％以上）→ 嘱託医として開業不承認

・ 超過剰供給（医師の充足率が140％以上）→ 事業継承の原則禁止、診療所買い上げ

（参考２）家庭医における地域偏在の状況

「需給計画」は、医師の均等な配置や、医師の過剰供給地域における不経済の防止に資するとの期待がある。一方で、医師

の供給不足地域の問題は解消できていないという課題も指摘されている。

（参考１）「需要計画」では、診療科ごとに４つの地域区分により医師の配置比率を設定
（地図はザクセン・アンハルト州の例）

（主な出所）｢健保連海外医療保障｣(健康保険組合連合会)、｢フランスとドイツのかかりつけ医制度｣(産業医科大学 松田晋哉教授)、｢仏独両国の医師偏在の現状と対策｣(国立国会図書館 調査と情報)、在独日本国大使館調べ

MIDDLE LEVEL REGIONS
(N=883)

COUNTRY REGION (N=361)
METROPLIS REGIONS

(N=97) ASHIP(N=17)

参考
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経済的インセンティブについて（案）

• 都道府県において、へき地保健医療対策として、へき地診療所の施設･設備整備支援や運営支援、へき地医療拠点病院から
へき地診療所への代診医の派遣経費の支援等を行うとともに、地域医療介護総合確保基金を活用して、キャリア形成プログ
ラムの対象となる学生への修学資金の貸与の支援、医師不足地域の医療機関への医師派遣体制の構築を行っている。

• 医師少数地域において新たに診療所を開設する医師に対する開設から一定期間の資金支援策を創設するとともに、医師少数

地域で働く医師（勤務医･開業医）の確保･派遣を強化すべきとの指摘や、医師偏在対策基金を創設すべきとの指摘がある。

Ⅰ 現 状 ・ 課 題

• へき地でなくても、人口規模、地理的条件、今後の人口動態等から、医療機関の維持が困難な地域であり、優先的かつ重点
的に対策を進める区域として設定される「重点医師偏在対策支援区域(仮称)」における医師確保を推進するため、経済的イ
ンセンティブとして、どのような対応が考えられるか。

• 「重点医師偏在対策支援区域(仮称)」において必要な医療機能を維持し、国民皆保険制度を安定的に運営する観点から、こ
うした取組に対する、国や地方のほか、保険者等からの協力の在り方について医療保険部会等でも検討することとしてはど
うか。

• また、地域間・診療科間の医師偏在是正の観点から診療報酬において、どのような対応が考えられるか。

Ⅱ 取 組 の 方 向 性 案

（主な論点）9/5厚生労働省医師偏在対策推進本部
• 新たに選定する重点的な支援対象区域（都道府県において医師偏在対策に重点的に取り組む支援対象区域）における開業・承継の支援や、

経済的インセンティブを含め、医師の勤務意欲につながる方策について検討すべきではないか。
• 新たに選定する重点的な支援対象区域に医師派遣等を行う大学病院等の中核的な病院への支援（略）等を検討すべきではないか。
• （略）診療報酬を通じた対策についても、医師偏在是正の観点から検討すべきではないか。
• （略）経済的インセンティブとして、どのような対応が必要か。経済的インセンティブによる偏在是正を進めるにあたっては、国や地方の

ほか、保険者等からの協力を得るなど、あらゆる方策を検討すべきではないか。

地域医療介護総合確保基金等による重点的な支援区域の医療機関や処遇改善のための経済的インセンティブ、当該

区域への医師派遣等を行う中核的な病院への支援（略）等を検討。
骨子案
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経済的インセンティブ（案）

○ 今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師が確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い地域な

ど、へき地でなくても、人口規模、地理的条件、今後の人口動態等から、医療機関の維持が困難な地域であり、優先的かつ重点的に対

策を進める区域として設定される「重点医師偏在対策支援区域(仮称)」における医師確保を推進するため、都道府県の「医師偏在是正

プラン(仮称)」に基づき、経済的インセンティブを講じることとしてはどうか。

○ 都道府県の「医師偏在是正プラン(仮称)」全体の策定にあわせて、令和8年度から経済的インセンティブの本格実施とするよう検討す

べきではないか。

・ 診療所医師が高齢化し、人口規模が小さい二次医療圏等で診療所数が減少傾向にある中、「重点医師偏在対策支援区域(仮称)」で

承継･開業する診療所に対する支援を行うこととしてはどうか。この支援については、緊急的に先行して取り組むことが考えられる

のではないか。

・ 「重点医師偏在対策支援区域(仮称)」において、急激な人口構造の変化や医師の高齢化により医療提供体制の維持に課題が生じる

地域を下支えする観点から、当該区域内の一定の医療機関に対して、派遣される医師及び従事する医師への手当増額の支援を行う

こととしてはどうか。また、当該区域内の一定の医療機関に対して、土日の代替医師確保等の医師の勤務･生活環境改善の支援を行

うこととしてはどうか。

・ 「重点医師偏在対策支援区域(仮称)」において、中核病院等からの医師派遣により医師を確保するため、当該区域内の医療機関に

医師を派遣する派遣元医療機関に対する支援を行うこととしてはどうか。

○ その際、国において、事業費の総額を設定した上で、その範囲内で、人口、可住地面積、医師の高齢化率、医師偏在指標等に基づき、

都道府県ごとに予算額の上限を設定し、その範囲内で支援を行うこととしてはどうか。

○ 地域の医療提供体制の確保は、国と都道府県が連携して取り組んできたが、適切な給付を行うことは医療保険制度において保険者に

求められるものであり、医師少数地域における適正な給付の維持･確保は保険者にも一定程度の責任が求められる。このため、「重点

医師偏在対策支援区域(仮称)」における支援のうち、本来診療報酬により賄われているが、特定の地域に対して診療報酬で対応した場

合、当該地域の患者負担の過度の増加をまねくおそれがあるものについて、全ての被保険者に広く負担いただくよう保険者からの拠出

を求めることとしてはどうか。

○ また、こうした支援策の検討に当たっては、給付費全体の中でバランスをとる観点から、地域間･診療科間の医師偏在是正のための

診療報酬での対応を図ることが考えられるのではないか。
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出典：医師・歯科医師・薬剤師調査、統計（厚生労働省）
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/22/dl/R04_toukeihyo.pdf

診療所従事医師の年齢階級別の割合の推移
○ 診療所が主たる従事先の医師については、40歳未満の医師の割合は約６％である。
○ 診療所が主たる従事先の医師については、60歳以上の医師の割合が増加してきている。

第５回医師養成過程を通じた医師
の偏在対策等に関する検討会

令 和 ６ 年 ７ 月 ３ 日

資料２

令和６年９月５日医療部会資料 令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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人口規模別の二次医療圏毎の診療所数の変化（2012年→2022年）

・人口規模が小さい二次医療圏においては、2012年から2022年にかけて診療所数が減少傾向にある。

・50万人以上100万人未満、100万人以上の二次医療圏では、2012年から2022年にかけて診療所数が増加傾向にある。

資料出所：厚生労働省「医療施設調査」を基に地域医療計画課において作成。
※人口規模は、2020年国勢調査結果に基づくものであり、二次医療圏は第７次医療計画時点のもので統一して比較。
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50万人以上100万人未満

(中央値+3.3%)
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2012年から2022年への診療所数の変化率別二次医療圏数（人口規模別）

～15%減 15%減～10%減 10%減～5%減 5%減～ ～5%増 5%増～10%増 10%増～

令和６年８月26日第７回「新たな地域医療構想等に関する検討会」資料

令和６年９月５日医療部会資料 令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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■2040年に診療所がなくなる可能性がある市区町村数

（人口規模別）※75歳で診療所医師が引退すると仮定
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■市区町村別診療所数の見込み（2022年実績、2040年見込み）

2022年実績

2040年見込み（80歳で医師が引退すると仮定）

2040年見込み（75歳で医師が引退すると仮定）

市区町村における診療所数と2 0 4 0年の見込み

診療所医師が80歳で引退し、承継がなく、当該市区町村に新規開業がないと仮定した場合、2040年においては、

診療所がない市区町村数は170程度増加する見込み。

※ 75歳で引退すると仮定した場合は270程度増加する見込み。

資料出所：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」（令和４年）、厚生労働省「医療施設調査」（令和２年）を特別集計。
※ 市区町別診療所数の見込みについては、医師届出票による主従事先市区町村の診療所医師数＝診療所数、診療所医師が80歳又は75歳で引退し、承継がなく、新規開業がないと仮定

※ 人口規模は2020年国勢調査結果、2040年推計人口は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（2023年推計）」に基づくものである。

 なお、福島県浜通り地域（13市町村）においては、市町村別の2040年人口が推計されていないため、2040年推計における総人口の集計からは除外している。
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■（参考）常勤医師数別の無床診療所数

該当する265市区町村の総人口
●2020年時点：182.2万人
●2040年推計：123.7万人

（市区町村数）

（診療所数）

令和６年10月17日第10回新たな地域医療構想等に関する検討会資料

令和６年11月8日第11回新たな地域医療構想等に関する検討会資料

参考
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医師が勤務先の選択に当たって考慮する事項について

○ へき地の勤務条件に対する大都市の内科系勤務医の選好の分析※１によると、勤務先選択の要因として、へき

地での勤務期間の短さ、週休2日で完全にフリー(オンコールなし)になること、当直回数の少なさ等が重視され

ている。勤務地以外の県外住居に週末帰宅するための交通費が支給されること、へき地勤務後の高度の医療･教

育機関での研修が希望できること、年間給与額が増えること等は、へき地勤務に正に有意であった。へき地医

療機関より年収が637万円低くなってもへき地勤務を選ばない傾向にある一方で、へき地勤務を敬遠しない勤

務医が29％存在していた。

○ また、若手医師が勤務先を選択するに当たって重視する項目の分析※２によると、収入が多いこと、勤務地が

過疎地･へき地･離島でないこと、休日が多いこと、当直回数が少ないこと、同科の同僚の数が多いこと等が重

視される傾向がある。年収100万円増につき勤務先として選択される確率が約3.4％上昇する、へき地･離島に

位置すると大都市圏に比べて勤務先として選択される確率が約15.1％低下する、休日日数が１日増えると勤務

先として選択される確率が約1.2％上昇する、当直回数が１回増えると勤務先として選択される確率が約3.3％

低下するなどと推定されている。

※１「へき地の勤務条件に対する大都市の内科系勤務医の選好」（佐野洋史等、日本労働研究雑誌No.680、2017）
※２「勤務先の病院選択において若手医師が考慮する要因の研究：医師不足・偏在問題解消の政策へ向けて」（坂口一樹等、日医総研ワー

キングペーパーNo.350、2015）
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(1) へき地医療支援機構の運営 ２５９百万円

都道府県単位の広域的な支援体制を図るため、各都道府県に「へき地医療支援機構」を

設置し、支援事業の企画、調整及び医師派遣の実施等を補助する。

(2) へき地医療拠点病院等の運営 ６，６０６百万円

へき地における医療の提供など支援事業を実施する医療機関等の運営に必要な経費を

補助する。

ア へき地医療拠点病院運営費

イ へき地保健指導所運営費

ウ へき地診療所運営費（国保直診分（保険局計上分）含む）

エ へき地診療所医師派遣強化事業

(3) へき地巡回診療の実施 １５０百万円

無医地区等の医療の確保を図るため、医師等の人件費及び巡回診療車等の運行に必要

な経費を補助する。

ア へき地巡回診療車（船）（医科・歯科）

イ へき地巡回診療航空機（医科）

ウ 離島歯科診療班

(4) 産科医療機関の運営 ２８１百万円

分娩可能な産科医療機関を確保するため産科医療機関の運営に必要な経費を補助する。

(5) へき地患者輸送車（艇・航空機）運行支援事業 ２２９百万円

無医地区等の医療の確保を図るため、無医地区等から近隣医療機関等の輸送に必要な

経費を補助する。

ア へき地患者輸送車（艇）

イ メディカルジェット（へき地患者輸送航空機） など

２ 内 容

補助対象事業《メニュー区分》（事業実施主体）

へき地医療拠点病院（公立・公的・民間・独法）

へき地診療所（公立・公的・民間・独法）

へき地患者輸送車（艇）（公立・公的・民間・独法）

へき地巡回診療車（船）（公立・公的・民間・独法）

へき地・離島診療支援システム（公立・公的・民間・独法） など

３ 補 助 対 象

２ 要 旨

補助対象事業《メニュー区分》 （事業実施主体）

へき地医療拠点病院（公立・公的・民間・独法）

へき地診療所（公立・公的・民間・独法） など

へ き 地 保 健 医 療 対 策予 算の 概 要 医 療 施 設 等 設 備 整 備 費 補 助 金 の 概 要

１ 予 算 額

へき地・離島などの過疎地の住民に対する医療の確保及び臨床研修医の研修環境
の充実等を図るため、医療施設や臨床研修病院等の設備整備を支援するもの。

医 療 施 設 等 施 設 整 備 費 補 助 金 の 概 要

１ 予 算 額

【令和５年度予算額】 【令和６年度予算案】

２０．７億円 → １７．８億円

１ 予 算 額

【令和５年度予算額】 【令和６年度予算額】

７４．９億円 → ７５．３億円

２ 要 旨

【令和５年度予算額】 【令和６年度予算案】

２４．５億円 → ２４．５億円

へき地・離島などの過疎地の住民に対する医療の確保及び臨床研修医の研修環境
の充実等を図るため、医療施設や臨床研修病院等の施設整備を支援するもの。

３ 補 助 対 象

へき地保健医療対策関係予算について参考
令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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全国的なマッチング機能の支援等について（案）

• これまで医師偏在対策は医師養成過程における若手医師を中心に進められ、中堅・シニア世代の医師を対象とした対策が十

分には行われていない。他方で、中堅・シニア世代の医師の中には、地域医療への関心を示す者が一定程度存在することか

ら、これらの人材を医師不足地域における医療ニーズに上手くつなげるべきとの指摘がある。

• 医師不足地域での勤務を希望する医師に対し、リカレント研修や現場体験を行いつつ、医師不足地域での勤務を全国的に

マッチングする仕組みを創設すべきとの指摘がある。

Ⅰ 現 状 ・ 課 題

• 中堅・シニア世代等の医師を対象として、医師偏在是正やセカンドキャリア構築支援に向けて、医師不足地域での医療に関

心・希望を有する医師の掘り起こしを行い、必要に応じてリカレント教育や現場体験につなぎ、医師不足地域の医療機関と

のマッチング、その後の定着支援等を行うような、全国的なマッチング機能の支援を行うことについて、どのように考える

か。

Ⅱ 取 組 の 方 向 性 案

（主な論点）9/5厚生労働省医師偏在対策推進本部

• （略）全国的なマッチング機能の支援等を検討すべきではないか。

地域医療介護総合確保基金等による（略）全国的なマッチング機能の支援等を検討。骨子案

47
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都道府県と大学病院等の連携パートナーシップ協定について（案）

• 地域における医師確保・医師派遣の取組を進める上で、都道府県と大学病院等との連携は重要。

• 一部の都道府県においては、大学病院等との連携パートナーシップ協定の締結を通じ、医師確保のための取組を推進してい

る例がみられる。

• 一方、連携パートナーシップ協定の内容は都道府県によって様々であり、医師確保に向けた実効性の観点から課題がある。

Ⅰ 現 状 ・ 課 題

• 都道府県における地域医療対策協議会等による医師派遣調整機能等を強化するため、都道府県と大学病院等の連携パート

ナーシップ協定の締結を推進することについて、どのように考えるか。

（主な論点）9/5厚生労働省医師偏在対策推進本部

• 都道府県が医師偏在是正に主体的に取り組み、国は都道府県をサポートする仕組みを検討すべきではないか。

大学病院との連携パートナーシップについて、都道府県・大学病院にヒアリング等を行い、対応を検討。骨子案

Ⅱ 取 組 の 方 向 性 案

令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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全国的なマッチング機能の支援等、都道府県と大学病院等との連携パート
ナーシップ協定（案）

【全国的なマッチング機能の支援等】
○ 中堅･シニア世代等の医師を希望に応じて医師不足地域における医療ニーズにつなげるため、中堅･シニア世

代等の医師を対象として、医師不足地域での医療に関心･希望を有する医師の掘り起こしを行い、必要
に応じてリカレント教育や現場体験につなぎ、医師不足地域の医療機関とのマッチング、その後の定着
支援等を行うため、全国的なマッチング機能の支援を行うこととしてはどうか。

【都道府県と大学病院等との連携パートナーシップ協定】
○ 都道府県における地域医療対策協議会等による医師派遣調整機能等を強化するため、都道府県と大学病院等の

間で、医師派遣、医学部地域枠等に関する連携パートナーシップ協定の締結を推進することとしてはどうか。
49

＜事業イメージ（案）＞

＜リカレント教育の支援＞
○ 中堅･シニア世代等の医師に対する総合的な診

療能力等に係るリカレント教育の推進を支援
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地域の中小病院等の職場を開拓・紹介。併せ
て、院内・院外で必要な場合に相談できる指
導医とのマッチングを実施

一体的に実施ブロック
事務局

医師不足地域の医療機関

求職相談

コーディネーター

他ブロックからの求職
への対応を依頼

コーディネーター

ブロック
事務局

求人登録

医師不足地域の医療機関

ブロック毎に
コーディネーターを配置

求人登録

他ブロック

コーディネーター

求職者

求職中の
医師を紹介

ブロックを越えた求職を
情報提供

全国への普及啓発
ブロック間の調整

医療機関を紹介

求職中の
医師を紹介

連携

医師不足地域での
医療に関心を
有する医師の
掘り起こし

仲介

仲介

仲介

仲介

求職者の希望聴取
医療機関の選定

事務局本部 リカレント教育
現場体験の提供



３ 事 業 の 実 績 ・ 実 施主 体２ 事 業 の 概 要 ・ ス キー ム

１ 事 業 の 目 的

女性医師支援センター事業

令和６年度予算額 1.6億円（1.6億円）※（）内は前年度当初予算額

○ 近年、医師についても女性割合が高まっているが（現在、医学部生の約３分の１が女性）、出産・育児・介護等によりキャリアを中断せざるを得ない場合があり、

ライフイベントとキャリアの両立が課題となっている。

○ 令和６年度からの医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始に向け、医師の働き方改革を進めながら就業医師数を確保するため、また令和３年度に

改正された育児・介護休業法に基づいて男女ともに育児休業取得を促進させ、「女性医師の更なる活躍を応援する懇談会報告書」で推奨されている短時間勤

務等の働き方を希望する者に適用していくため、女性医師のさらなる就業支援を図ることが必要であり、そして男性医師も含む人材確保が必要である。 このた

め、都道府県医師会が独自でもつ医師バンクシステムと連携し、幅広い医師の全国的な就職斡旋体制の強化を図ることで、女性医師を中心に医師がライフイ

ベントとキャリアを両立することを支援する。

①女性医師バンク事業
各都道府県医師会等の医師バンクシステムと連携し、就業を希望す
る女性医師等と、医師の採用を希望する医療機関等の情報をコン
ピュータを通じて収集を行い、就業希望条件が適合する女性医師等に
対して当該医療機関等を紹介し、採用に至るまでの間の支援等を行う。

②女性医師等の就業促進等のための調査の実施
上記①及び下記③の事業の効果的な実施のため、女性医師等の就
業状況等に関する実態調査を実施する。調査は、日本医師会及び都
道府県医師会が連携して、女性医師等の就業促進に資する事項につ
いて、①及び③の利用者のほか、その所属機関の他の医師等に対し
て行うものとする。

③女性医師等就業支援の実施
女性医師等の就業を支援することについて効果のある講習会や講演
会等の実施または支援を行う。さらにその他様々な啓発活動の実施に
向けた支援を行う。

実施主体：日本医師会
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参考
令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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２ 事 業 の 概 要 ・ ス キー ム

１ 事 業 内 容

医師就業支援の取組例①

○ 公益社団法人全国自治体病院協議会では、公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会と共同により自治体病院・診療所医師求人求職支援セ

ンターを設置運営、医師の職業紹介を行っている。

自治体病院・診療所医師求人求職支援センターは、昨今の勤務医不足や地域・診療科偏在により地域医療の維持・継続に困難を極めているといわ

れる状況の中、地域医療の確保を図ることを目的とした医師の就業に関する支援を行っている公的機関。

公益社団法人全国自治体病院協議会では、昭和55年度より医師の職業紹介事業を実施。

○ 転職を希望する医師が要望等を登録すると、希望にあった転職
先を紹介。面談の設定から就任に至る条件交渉等の支援を行う。

参考

（公社）全国自治体病院協議会「自治体病院・診療所医師求人求職支援センター」

・登録から就任まで、費用は発生しない

・求人施設から支援センターを介して、スカウトが届く

・非公開求人の紹介オファーで選択肢が広がる

・キャリア、スキルを尊重した最適な医療機関を紹介

・在職中からの転職活動を行うことが可能
（登録内容、転職活動等の秘密は厳守）

・全国の公立病院と診療所の常勤・非常勤の求人検索が可能

・就任後もフォローが受けられる

（参考）全国自治体病院協議会ホームページ

令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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２ 事 業 の 概 要 ・ ス キー ム

１ 事 業 内 容

医師就業支援の取組例②

○ 「へき地医療の確保と質の向上」を目的とする地域医療振興協会の活動の中で、全国のへき地医療に貢献する事業を行う部署として、平成17年に設立。

へき地の勤務を希望する医師等に対してへき地等の医療施設を紹介する無料職業紹介事業と、へき地医療に興味を持つ学生や研修医等に対してへき地

医療に関する様々な情報提供を行っている。また地域医療振興協会が運営する全国の施設を中心にして、へき地等での勤務を希望する医師に対する総合

診療を中心とした再研修事業を実施。

○ へき地医療に従事することを希望する医師等を募集し、医師確保
が困難な医療施設とのマッチングを実施。
また、さまざまなキャリアを持つ医師がへき地で不安なく医療を提
供できるよう、個人の必要に応じてへき地の現場で役立つ医療知識
や技能を習得する為の研修プログラムを提供。
人材の募集から育成まで一貫して実施していくことで、地域医療の
確保と質の向上をサポート。

参考

（公社）地域医療振興協会「へき地医療支援センター」

（参考）地域医療振興協会ホームページ

令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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３ 実 施 主 体 等

２ 事 業 の 概 要 ・ ス キー ム

１ 事 業 の 目 的

総合的な診療能力を持つ医師養成の推進事業

令和７年度概算要求額 5.6億円（3.0億円）※（）内は前年度当初予算額

○ 経済財政運営と改革の基本方針2024 において、総合的な診療能力を有する医師の育成や、リカレント教育の実施等の必要

な人材を確保するための取組を実施することとされており、医師の地域偏在と診療科偏在の解消に向けた取組のひとつとして、

幅広い領域の疾患等を総合的に診ることができる総合診療医の養成を推進することを目的としている。

実施主体：医師養成課程を有する学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条の規定に基づく大学、関係学会等
補助率：定額 事業実績：令和５年度交付対象大学数→８大学

○総合診療医センターの設置【拡充】 ○リカレント教育（総合的診療能力）のための全国推進事業
【新規】

参考 第６回医師養成過程を通じた医師
の偏在対策等に関する検討会

令 和 ６ 年 ９ 月 2 0 日
資料１

令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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医 療 機 関

かかりつけ医機能研修事業

３ 事 業 ス キ ー ム

２ 事 業 の 概 要 ・ 実 施主 体 等１ 事 業 の 目 的

令和7年度概算要求額 20百万円（ー）※（）内は前年度当初予算額

実地研修

e-learning研修

研修会

医 師

医 療 関 係 団 体

受講

研修会の周知
（Webサイト等）

・オンライン研修システム整備
・Webサイト構築
・研修教材の検討
・受講状況の管理

○令和５年５月に成立した改正医療法において、「かかりつけ医機能」が「身近な
地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置、その他の医療の提供を行
う機能」と定義された。

○ 地域によって大きく異なる人口構造等の変化に対応し、「治す医療」から「治
し、支える医療」を実現するためには、幅広い診療領域の全人的な診療を行う医
師の増加を促していく仕組みが必要となっている。

〇 そのため、地域で新たに開業し地域医療を担うことを検討している病院勤務医
や、既に地域の中小病院や診療所でかかりつけ医機能を担っている医師等が研鑽
を積む研修体制の整備等を支援するもの。

かかりつけ医機能を担う医師の養成に必要な研修体制の整
備等にかかる経費の補助を行う。

○補助先 ： 医療関係団体

○補助対象経費 ：
謝金、旅費、会場借料費、通信費、事務局経費 等

○基準額：20,000千円 ○補助率 ： 定額

参考
令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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新潟県と新潟大学医学部との地域枠に係る協定締結について ( 令 和 元 年 1 2 月 ）

新潟大学に設定する新潟県地域枠の医学生及び卒業医師の養成等を通じて、新潟県内の医師不足や地域偏在の解消

を図るため、令和元年12月24日に新潟県と新潟大学医学部は「地域枠に係る協定」を締結する調印式を開催

１ 開催日 令和元年12月24日
２ 開催場所 新潟県庁
３ 参加者
（１）新潟大学医学部 医学部長 染矢 俊幸 氏
（２）新潟県 知事 花角 英世

参考

＜新潟大学医学部医学科ホームページより＞
・ 医学部は、新潟県と新潟県の地域枠の医学生及び卒業医師の養成等に

関し、協定を12月24日（火）に締結しました。
・ 本協定は、新潟県内の医師不足及び医師の地域偏在を解消すること並

びに安定的な地域医療を確保することを目的として、医学生等を、地域
医療を担う医師として養成すること等について協力する内容です。

・ 医学部と新潟県は、これまでも12名の地域枠を実施してきましたが、
令和２年度から令和３年度まで地域枠の入学定員を22名に拡大すること
から、今回を契機として書面によりお互いの協力体制を確認することと
したものです。

・ 調印式では、新潟県の花角英世知事は「22名の地域枠を用意していた
だき感謝申し上げたい。しなしながら、まだまだ新潟県の地域医療に携
わる医師が不足しているという状態にあり、今後も厳しい状況が続くの
で、引き続き地域医療にしっかりと取り組んでいきたい。」と語り、染
矢俊幸医学部長は「新潟県の協力をいただき、地域枠を22名に拡大する
ことができ、ありがたく思っている。新潟県における地域枠というのは、
これまで非常にうまく運営され、教育の体制も整っていることを高校生
や地域の方にもよく知っていただき、ますますこの地域枠という制度が
充実して新潟県の医療に貢献していけるように努力していきたいので、
引き続きご支援、ご協力をお願いしたい。」と述べました。

・ 本協定に基づき、これまで以上に新潟県の医療に携わる医師を一人で
も多く確保するための人材養成及び県内の医療状況の情報提供などの連
携を図り、新潟県の安全・安心な社会の構築に貢献していきます。

令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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青森県地域医療維持確保に向けた医師派遣等に関する三者協定

・ 県内唯一の医育機関

（弘前大学）

・ 県立の総合病院

（県立中央病院）

・ 行政（県）

関係機関がタッグを組んで、
医師のキャリア形成を

サポート！

○ 令和６年１月26日に青森県、弘前大学及び青森県立中央病院は、三者協定を締結し、 市町村
などから寄せられる医師派遣の要望を共有し、三者で医師派遣等について総合的に検討・調整し、
より効果的な医師派遣・配置につなげ、地域医療の維持確保を目指すこととなった。

参考
令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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参考資料
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専 攻 領 域 の 選 択 に 係る アン ケ ート 調査 結 果の まと め

診療科選択に関する内容について

【専攻医調査（有効回答数15,857件・有効回答率46.3%、WEB形式）】

○ 専攻領域を決めた時期については、半数近くの専攻医（53.2%）が「臨床研修２年目」であった
が、領域によって、決めた時期に特徴がみられ、小児科では「医学部入学前」、外科、産婦人科、脳
神経外科では「医学部後半（臨床実習開始後）」の割合が相対的に高かった。

○ 専攻領域を選択した理由としては、「やりがいを感じるから」（62.6%）が最も多く、次いで
「将来にわたって専門性を維持しやすいから」 （36.6%）であるが、基本領域によって最も多かった
選択理由は異なる結果となった。

○ 専攻領域として外科を選択した理由として、「やりがいを感じるから」（77.7％）が最も多く、次
いで「手技が多いから」（51.8％）、「生命に直結するから」（26.3％）、「将来的に専門性を維持
しやすいから」（24.3％）が多かった。

○ 専攻領域として外科を希望していたが選択しなかった理由として、「ワークライフバランスの確保
が難しいから」（33.9％）が最も多く、「将来的に専門性を維持しづらいから」（24.8％）、「医師
が不足しており過酷なイメージがあるから」（21.1％）、「出産、育児、子供の教育に協力的でない
から」（19.3％）が多かった。

ア ン ケ ー ト 調 査 結 果を 踏ま え て○ 医師の総数が増加している中、外科などの一部診療科の増加が乏しいことに対して、医師の働き方
改革の推進など既存の施策に加えて、どのような対策が考えられるか。

第６回医師養成過程を通じた医師
の偏在対策等に関する検討会

令 和 ６ 年 ９ 月 2 0 日
資料１

令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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第７回医師養成過程を通じた医師
の偏在対策等に関する検討会

令 和 ６ 年 1 0 月 3 0 日
資料１
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第７回医師養成過程を通じた医師
の偏在対策等に関する検討会

令 和 ６ 年 1 0 月 3 0 日
資料１
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第７回医師養成過程を通じた医師
の偏在対策等に関する検討会

令 和 ６ 年 1 0 月 3 0 日
資料2

日本消化器外科学会提出資料
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第７回医師養成過程を通じた医師
の偏在対策等に関する検討会

令 和 ６ 年 1 0 月 3 0 日
資料3

日本脳神経外科学会提出資料
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第７回医師養成過程を通じた医師
の偏在対策等に関する検討会

令 和 ６ 年 1 0 月 3 0 日
資料１
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第７回医師養成過程を通じた医師
の偏在対策等に関する検討会

令 和 ６ 年 1 0 月 3 0 日
資料１
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第７回医師養成過程を通じた医師
の偏在対策等に関する検討会

令 和 ６ 年 1 0 月 3 0 日
資料１
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第７回医師養成過程を通じた医師
の偏在対策等に関する検討会

令 和 ６ 年 1 0 月 3 0 日
資料１
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令和６年10月30日医療部会資料

67



令和６年10月30日医療部会資料
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令和６年10月30日医療部会資料



医師数の年次推移

出典：令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況（結果の概要）
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/22/dl/R04_kekka-0.pdf

医師数の年次推移

第５回医師養成過程を通じた医師
の偏在対策等に関する検討会

令 和 ６ 年 ７ 月 ３ 日
資料２

令和６年９月５日医療部会資料

令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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令和５年推計値
（日本の将来推計人口）

実績値
（国勢調査等）

○ 日本の人口は近年減少局面を迎えている。2070年には総人口が9,000万人を割り込み、高齢化率は
39％の水準になると推計されている。

人口（万人）

15~64歳
人口割合

52.1%

高齢化率
38.7%

合計特殊
出生率
1.36

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070

人口減は既に始まっている
15～64歳割合

高齢化率（65歳以上人口割合）

合計特殊出生率

15～64歳人口

14歳以下人口

65歳以上人口

2020年
59.5%

2020年
28.6%

2020年
1.33

2020年総人口
12,615万人

2040年総人口
11,284万人

3,928万人

6,213万人

1,142万人

2070年総人口
8,700万人

3,367万人

4,535万人

797万人

（出所） 2020年までの人口は総務省「国勢調査」、合計特殊出生率は厚生労働省「人口動態統計」、
2025年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」（出生中位（死亡中位）推計）

日本の人口の推移

3,603万人

7,509万人

1,503万人

（年）

出典：厚生労働省HP 我が国の人口について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21481.html
に一部加筆

第１回医師養成過程を通じた医師
の偏在対策等に関する検討会

令 和 ６ 年 １ 月 2 9 日
資料１

令和６年９月５日医療部会資料 令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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医師需給は、労働時間を週60時間程度に制限する等の仮定をおく「需要ケース２」において、2023年（令和５
年）の医学部入学者が医師となると想定される2029年（令和11年）頃に均衡すると推計される。

・供給推計 今後の医学部定員を令和２年度の9,330人として推計。
※ 性年齢階級別に異なる勤務時間を考慮するため、全体の平均勤務時間と性年齢階級別の勤務時間の比を仕事率とし、仕事量換算した。

・需要推計 労働時間、業務の効率化、受療率等、一定の幅を持って推計を行った。
・ケース１（労働時間を週55時間に制限等 ≒年間720時間の時間外・休日労働に相当）
・ケース２（労働時間を週60時間に制限等 ≒年間960時間の時間外・休日労働に相当）
・ケース３（労働時間を週78.75時間に制限等 ≒年間1860時間の時間外・休日労働に相当）

2032年頃に約36.6万人で均衡2029年頃に約36万人で均衡

需要ケース１

需要ケース２

（年）

供給推計

需要ケース３

令和2年度 医師の需給推計について 医療従事者の需給に関する検討会
第35回 医師需給分科会

令和２年８月31日 資料１（一部改）

令和６年９月５日医療部会資料 令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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医師偏在指標の算定式

標準化医師数※１

地域の人口 ／ 10万 × 地域の標準化受療率比※２
医師偏在指標 ＝

（※１）標準化医師数 ＝ Σ 性年齢階級別医師数 ×
性年齢階級別平均労働時間

全医師の平均労働時間

（※２）地域の標準化受療率比 ＝
地域の期待受療率※３

全国の期待受療率

（※３）地域の期待受療率 ＝
Σ（全国の性年齢階級別調整受療率※４ × 地域の性年齢階級別人口）

地域の人口

（※４）全国の性年齢階級別調整受療率 ＝ 無床診療所医療医師需要度※５ × 全国の無床診療所受療率 ＋ 全国の入院受療率

（※５）無床診療所医療医師需要度 ＝
マクロ需給推計における外来医師需要／全国の無床診療所外来患者数※６

マクロ需給推計における入院医師需要／全国の入院患者数

（※６）全国の無床診療所外来患者数 ＝ 全国の外来患者数 ×
初診・再診・在宅医療算定回数［無床診療所］

初診・再診・在宅医療算定回数［有床診療所・無床診療所］

さらに、患者の流出入に基づく増減を反映するために、（※４）全国の性年齢階級別調整受療率を次のように修正を加えて計算する

性年齢階級別調整受療率（流出入反映）＝ 無床診療所医療医師需要度 × 全国の無床診療所受療率 × 無床診療所患者流出入調整計数※７

＋ 全国の入院受療率 × 入院患者流出入調整計数※８

（※７）無床診療所患者流出入調整計数 ＝
無床診療所患者数（患者所在地）＋無床診療所患者流入数 ー 無床診療所患者流出数

無床診療所患者数（患者所在地）

（※８）入院患者流出入調整計数 ＝
入院患者数（患者所在地）＋入院患者流入数 ー 入院患者流出数

入院患者数（患者所在地）

第４回地域医療構想及び医師確保計画に
関 す る ワ ー キ ン グ グ ル ー プ

令 和 4 年 ５ 月 １ １ 日

資料１

令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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都道府県別の医師偏在指標（令和6年1月公表版）

（医師偏在指標について）

医師偏在指標は、医師偏在対策の推進において活用されるものであるが、指標の算定に当たっては、一定の仮定が必要であり、また、入手で
きるデータの限界などにより指標の算定式に必ずしも全ての医師偏在の状況を表しうる要素を盛り込めているものではない。このため、医師偏
在指標の活用に当たっては、医師の絶対的な充足状況を示すものではなく、あくまでも相対的な偏在の状況を表すものであるという性質を十分
に理解した上で、数値を絶対的な基準として取り扱うことや機械的な運用を行うことのないよう十分に理解した上で、活用する必要がある。

※上位1/3の閾値を266.9、下位1/3の閾値を228.0と設定している。

（都道府県別） 上位1/3 下位1/3

都道府県コード 都道府県 医師偏在指標 都道府県コード 都道府県 医師偏在指標 都道府県コード 都道府県 医師偏在指標

00 全国 255.6 16 富山県 238.8 32 島根県 265.1

01 北海道 233.8 17 石川県 279.8 33 岡山県 299.6

02 青森県 184.3 18 福井県 246.8 34 広島県 254.2

03 岩手県 182.5 19 山梨県 240.8 35 山口県 228.0

04 宮城県 247.3 20 長野県 219.9 36 徳島県 289.3

05 秋田県 199.4 21 岐阜県 221.5 37 香川県 266.9

06 山形県 200.2 22 静岡県 211.8 38 愛媛県 246.4

07 福島県 190.5 23 愛知県 240.2 39 高知県 268.2

08 茨城県 193.6 24 三重県 225.6 40 福岡県 313.3

09 栃木県 230.5 25 滋賀県 260.4 41 佐賀県 272.3

10 群馬県 219.7 26 京都府 326.7 42 長崎県 284.0

11 埼玉県 196.8 27 大阪府 288.6 43 熊本県 271.0

12 千葉県 213.0 28 兵庫県 266.5 44 大分県 259.7

13 東京都 353.9 29 奈良県 268.9 45 宮崎県 227.0

14 神奈川県 247.5 30 和歌山県 274.9 46 鹿児島県 254.8

15 新潟県 184.7 31 鳥取県 270.4 47 沖縄県 292.1

令和６年１月29日医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会 資料（一部改）

令和６年９月５日医療部会資料 令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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二次医療圏別の医師偏在指標（令和6年1月公表版）①

 医師確保計画策定ガイドライン～第8次（前期）～に基づき、都道府県の医師確保計画の策定スケジュールを踏まえ、各都道府県の二次医療圏が確定する

前の段階（2022年３月時点）の二次医療圏における指標の値について上位1/3の閾値を217.6、下位1/3の閾値を179.3と設定している（小数第２位以下

略）。なお今後、都道府県における第８次医療計画の策定に当たり二次医療圏の見直し等が行われた場合は、見直し後の二次医療圏の医師偏在指標を再計

算し、前述の閾値を用いて区分分けを行う。したがって、上位1/3、下位1/3に区分される二次医療圏の数は、全国の二次医療圏の総数の1/3と必ずしも一

致しない場合があり得る。

令和６年９月５日医療部会資料 令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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二次医療圏別の医師偏在指標（令和6年1月公表版）②

令和６年９月５日医療部会資料 令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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二次医療圏別の医師偏在指標（令和6年1月公表版）③

令和６年９月５日医療部会資料 令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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施設の種別・年齢別にみた医師数（R4)

   0
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24 30 40 50 60 70 80 90

医
師
数(

人)

医療施設以外の者

15,808人

医育機関附属の病院

の従事者 59,670人

診療所の従事者

107,348人

(歳)

病院(医育機関附属の病院を

除く)の従事者 160,426人

○令和２年に比べ令和４年は、病院（医育機関附属の病院を除く）の従事者は約1,430人増加、医育機関附属

の病院の従事者は約2,190人増加している。診療所の従事者は、約120人増加となっている。

出典：令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計 参考表
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/22/xls/R04_sankou.xlsx

令和４(2022)年12月31日現在

第５回医師養成過程を通じた医師
の偏在対策等に関する検討会

令 和 ６ 年 ７ 月 ３ 日
資料２

令和６年９月５日医療部会資料 令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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リハビリテーション科

診療科別医師数の推移

出典：医師・歯科医師・薬剤師調査、統計

※内科 ・・内科、呼吸器、循環器、消化器、腎臓、糖尿病、血液、感染症、アレルギー、リウマチ、心療内科、神経内科
※外科 ・・外科、呼吸器外科、心臓血管外科、乳腺外科、気管食道外科、消化器外科、肛門外科、小児外科
※平成18年調査から新設された「研修医」項目は除く。

※医師届出票において、
主たる診療科として選択
された診療科を集計

（人）

第１回医師養成過程を通じた医師
の偏在対策等に関する検討会
令 和 ６ 年 １ 月 2 9 日

資料１

改編

（年）

令和６年９月５日医療部会資料 令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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耳鼻いんこう科
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出典：医師・歯科医師・薬剤師調査、統計

診療科別医師数の推移（平成20年を1.0とした場合）

（年）

※内科 ・・内科、呼吸器、循環器、消化器、腎臓、糖尿病、血液、感染症、アレルギー、リウマチ、心療内科、神経内科
※外科 ・・外科、呼吸器外科、心臓血管外科、乳腺外科、気管食道外科、消化器外科、肛門外科、小児外科

※医師届出票において、
主たる診療科として選
択された診療科を集計

第１回医師養成過程を通じた医師
の偏在対策等に関する検討会

令 和 ６ 年 １ 月 2 9 日

資料１

改編

令和６年９月５日医療部会資料 令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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診療科別の時間外・休日労働時間が年1,860時間超の医師の割合

〇 H28調査、Ｒ１調査、今回調査（Ｒ４調査）の病院・常勤勤務医の時間外・休日労働時間が年1,860時間換算を超える医師の割合を診療科別に集計した。

□ 時間外・休日労働時間が年1,860時間換算を超える医師の割合が高い診療科は脳神経外科（9.9%）、外科（7.1%）、形成外科（6.8%）、産婦
人科（5.9%）、 救急科（5.1%）であった。

※ H28調査の分析対象者は常勤勤務医であり、勤務先を問わない。
※ H28調査の設問は、19診療科ではないため、比較不可な診療科がある。
※ 労働時間には、兼業先の労働時間を含み、指示無し時間を除外している。
※ 宿日直の待機時間は労働時間に含め、オンコールの待機時間は労働時間から除外した（労働時間＝診療時間＋診療外時間＋宿日直の待機時間）。
※ R１調査、R４調査では宿日直許可を取得していることがわかっている医療機関に勤務する医師の宿日直中の待機時間を労働時間から除外している。
※ R１調査ではさらに診療科別の性、年齢調整、診療科ごとの勤務医療機関調整を行っている。
※ 「時間外・休日労働時間が年1,860時間超」は週78時間45分超勤務と換算した。
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令和5年10月12日医師の働き方改革の推進に関する検討会資料 令和６年９月５日医療部会資料 令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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美容医療に関連する医師数③

○ 診療所において主に「皮膚科」「美容外科」「形成外科」に従事する医師は、医師全体に比べて、30代以下の医
師が占める割合が多い。特に「美容外科」については、近年、20代及び30代の医師数の占める割合が増加している。

出典：医師・歯科医師・薬剤師調査、統計

主たる診療科別 診療所従事医師の年齢階級別割合
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2022年2012年

※ 美容医療に関連する業務に従事する医師として、診療所に勤務する医師のうち、複数の診療科に従事している場合の主として従事する診療科と、
１診療科のみに従事している場合の診療科として「美容外科」「形成外科」「皮膚科」と回答したものを集計。

※ グラフの「医師数」は、診療所に勤務する医師の合計。

第１回 美容医療の適切な実施に関する検討会
資料１

令和６年６月27日

令和６年９月５日医療部会資料 令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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１．医師少数区域等で勤務した医師を評価する制度の創設【医療法】
医師少数区域等における一定期間の勤務経験を通じた地域医療への知見を有する医師を厚生労働大臣が評価・認定す

る制度の創設や、当該認定を受けた医師を一定の病院の管理者として評価する仕組みの創設
２．都道府県における医師確保対策の実施体制の強化【医療法】

都道府県においてPDCAサイクルに基づく実効的な医師確保対策を進めるための「医師確保計画」の策定、都道府県と

大学、医師会等が必ず連携すること等を目的とした「地域医療対策協議会」の機能強化、効果的な医師の配置調整等の
ための地域医療支援事務の見直し 等

３．医師養成過程を通じた医師確保対策の充実【医師法、医療法】
医師確保計画との整合性の確保の観点から医師養成過程を次のとおり見直し、各過程における医師確保対策を充実
・医学部：都道府県知事から大学に対する地域枠・地元出身入学者枠の設定・拡充の要請権限の創設
・臨床研修：臨床研修病院の指定、研修医の募集定員の設定権限の国から都道府県への移譲
・専門研修：国から日本専門医機構等に対し、必要な研修機会を確保するよう要請する権限の創設

都道府県の意見を聴いた上で、国から日本専門医機構等に対し、地域医療の観点から必要な措置の実施
を意見する仕組みの創設 等

４．地域の外来医療機能の偏在・不足等への対応【医療法】
外来医療機能の偏在・不足等の情報を可視化するため、二次医療圏を基本とする区域ごとに外来医療関係者による協

議の場を設け、夜間救急体制の連携構築など地域における外来医療機関間の機能分化・連携の方針と併せて協議・公表
する仕組みの創設

５．その他【医療法等】
・地域医療構想の達成を図るための、医療機関の開設や増床に係る都道府県知事の権限の追加
・健康保険法等について所要の規定の整備 等

医療法及び医師法の一部を改正する法律（平成30年法律第79号）の概要

地域間の医師偏在の解消等を通じ、地域における医療提供体制を確保するため、都道府県の医療計画における医師の確保に関
する事項の策定、臨床研修病院の指定権限及び研修医定員の決定権限の都道府県への移譲等の措置を講ずる。

改正の趣旨

2019年４月１日。（ただし、２のうち地域医療対策協議会及び地域医療支援事務に係る事項、３のうち専門研修に係る事項並びに
５の事項は公布日、１の事項及び３のうち臨床研修に係る事項は2020年４月１日から施行。）

施行期日

改正の概要

令和６年１月29日医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会 資料 令和６年９月５日医療部会資料 令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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医師確保対策に関する取組（全体像）

各都道府県の取組医師養成過程における取組

【医師確保計画】

○ 医師偏在指標により医師偏在の状況を把握
計画期間の終了時点で確保すべき目標医師数を設定

＜具体的な施策＞

●大学と連携した地域枠の設定

●地域医療対策協議会・地域医療支援センター

・ 地域医療対策協議会は、医師確保対策の方針（医師養
成、医師の派遣調整等）について協議

・ 地域医療支援センターは、地域医療対策協議会の協議
結果に基づき、医師確保対策の事務（医師派遣事務、派遣
される医師のキャリア支援・負担軽減、勤務環境改善支援
センターとの連携等）を実施

●キャリア形成プログラム（地域枠医師等）

・ 「医師不足地域の医師確保」と「派遣される医師の能
力開発・向上」の両立を目的としたプログラム

●認定医師制度の活用

・ 医師少数区域等に一定期間勤務した医師を厚労大臣が
認定する制度を活用し、医師不足地域の医師を確保

【大学医学部】

〇 中長期的な観点から、医師の需要・供給推計に基づき、全
国の医師養成数を検討

〇 地域枠（特定の地域や診療科で診療を行うことを条件とし
た選抜枠）の医学部における活用方針を検討

【臨床研修】

〇 全国の研修希望者に対する募集定員の倍率を縮小するとと
もに、都道府県別に、臨床研修医の募集定員上限数を設定

〇 その際、都市部や複数医学部を有する地域について、上限
数を圧縮するとともに、医師少数地域に配慮した定員設定
を行い、地域偏在を是正

【専門研修】

〇 日本専門医機構において、将来の必要医師数の推計を踏ま
えた都道府県別・診療科別の専攻医の採用上限数（シーリ
ング）を設定することで、地域・診療科偏在を是正
（産科等の特に確保が必要な診療科や、地域枠医師等につ
いてはシーリング対象外）

地域の医療を支えている勤務医が、安心して働き続けられる環境を整備することが重要であることから、都道府県ごとに設置された医
療勤務環境改善支援センター等による医療機関への支援を通じて、適切な労務管理や労働時間短縮などの医師の働き方改革を推進。具体
的には、

○ 医療機関における医師労働時間短縮計画の作成や追加的健康確保措置等を通じて、労働時間短縮及び健康確保を行う

○ 出産・育児・介護などのライフイベントを経験する医師が、仕事と家庭を両立できるよう勤務環境の改善を推進

医師の働き方改革

令和４年５月11日 第4回地域医療構想及び
医師確保計画に関するWG資料(一部改)

令和６年９月５日医療部会資料 令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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専門研修 ー 専門医制度における地域・診療科偏在対策

◼ 日本専門医機構が、都道府県別・診療科別採用上限数を
設定（シーリング）

※5大都市を対象としたシーリング→厚生労働省が算出した都道府県別・診療科別
必要医師数に基づいたシーリングへ変更されている（2020年度研修～）

⚫ 医師法の規定により、都道府県の意見を踏まえ、厚生労働大臣から
日本専門医機構等に意見・要請を実施

医師養成過程を通じた医師偏在対策

学部
教育

臨床
研修

専門
研修

医師養成
過程

臨床研修 ー 臨床研修制度における地域偏在対策

◼ 都道府県別募集定員上限数の設定
◼ 全国の研修希望者に対する募集定員の倍率を縮小

⚫ 医師少数区域へ配慮した都道府県ごとの定員設定方法への変更
⚫ 地域医療重点プログラムの新設（2022年～）

•長期的には医師供給が需要を上回ると考えられるが、地域偏在や診療科偏在に引き続き対応する必要があることから、医師養成過
程の様々な段階で医師の地域偏在・診療科偏在対策を進めている。

専門研修部会

大学医学部 ー 地域枠の設定（地域・診療科偏在対策）

◼ 大学が特定の地域や診療科で診療を行うことを条件とした選抜枠を設け、都道府県が学生に対して奨学金を貸与する
仕組みで、都道府県の指定する区域で一定の年限従事することにより返還免除される（一部例外あり）

⚫ 令和８年度の医学部臨時定員については、令和６年度の医学部総定員数（9,403人）を上限とし、臨時増員の枠組みを維持
⚫ 令和９年度以降の医学部臨時定員については、各都道府県・大学の医師確保の現状を踏まえて改めて検討

医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会

※臨床研修病院の指定、募集定員の設定権限を都道府県へ移譲（2020年4月～）

定
員

B県やC県のX診療科を目指す

→

応募人数
(A県 X診療科)

B県 A県 C県

X診療科 Z診療科Y診療科

A県のY診療科やZ診療科を目指す

X診療科の研修
を行う場合

A県で研修
を行う場合

診療科間の偏在是正

都道府県間の偏在是正

A県
X診療科

6
年

2
年

3
年
以
上

医療従事者の需給に関する検討会 第37回医師需給分科会
資料１
一部改編令和３年３月４日

7,000

9,000

11,000

H17' H20' H23' H26' H29' R2' R5'

研修希望者

募集定員

人

1.23倍

1.06倍

1.35倍

臨床研修部会

1.1倍

令和６年９月５日医療部会資料 令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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医学部定員

地域枠等

地域枠等を要件とした臨時定員

8,280人
（昭和56～59年度） 7,625人

(平成15～19年度)

昭和57年
閣議決定

「医師については
全体として過剰を

招かないように配慮」

昭和48年
閣議決定

「無医大県解消構想」

平成

○ 平成20年度以降、医学部の入学定員が過去最大規模となっており、令和２年度以降、前年度比増が継続している。

○ 医学部定員に占める地域枠等*の数・割合も、増加してきている。（平成19年度173人（2.3％）→令和４年1,736人（18.8％））

※地域枠等：地域医療に従事する医師を養成することを主たる目的とした学生を選抜する枠

昭和

(地域枠等及び地域枠等を要件とした臨時定員の人数について、令和５年文部科学省医学教育課調べ)

（人）

9,403人
(令和６年度)

6,200人

※自治医科大学は、設立の趣旨に鑑み地域枠等からは除く。

令和

医学部入学定員と地域枠の年次推移

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 Ｈ30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

医学部定員 7,625 7,793 8,486 8,846 8,923 8,991 9,041 9,069 9,134 9,262 9,420 9,419 9,420 9,330 9,357 9,374 9,384 9,403

医学部定員（自治医科大学を除く） 7,525 7,683 8,373 8,733 8,810 8,868 8,918 8,946 9,011 9,139 9,297 9,296 9,297 9,207 9,234 9,251 9,261 9,280

地域枠等以外の医学部定員 7,452 7,375 7,750 7,660 7,681 7,687 7,635 7,619 7,603 7,635 7,775 7,745 7,733 7,635 7,634 7,638 7,614 －

地域枠等 173 418 736 1,186 1,242 1,304 1,406 1,450 1,531 1,627 1,645 1,669 1,682 1,688 1,723 1,736 1,770 －

地域枠等の割合 2.3％ 5.4％ 8.8％ 13.6％ 14.1％ 14.7％ 15.8％ 16.2％ 17.0％ 17.8％ 17.7% 18.0％ 18.1％ 18.3％ 18.7％ 18.8％ 19.1% －

地域枠等を要件とした臨時定員 0 118 304 617 676 731 770 794 858 886 904 903 904 840 865 885 938 955

地域枠等を要件とした臨時定員の割合 0％ 1.5％ 3.6％ 7.1% 7.7% 8.2% 8.6% 8.9% 9.5% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.1% 9.4% 9.6％ 10.1％ 10.3%

第２回医師養成過程を通じた医師
の偏在対策等に関する検討会
令 和 ６ 年 ２ 月 2 ６ 日

資料１

（一部改）

令和６年９月５日医療部会資料 令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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○ 大学が、卒後に特定の地域や診療科で診療を行うことを条件とした選抜枠を設け、他の入学者と区別して選抜を行う仕組み。
（一般入学者から募集する等の方法も一部あり）

○ 平成20年度以降、地域枠等を中心に医学部定員数を暫定的に増加し、令和元年度には9,420人に達した。令和２年度
以降については、全体として令和元年の医学部総定員を超えない範囲で、臨時定員増員の申請を認めている。

（１）地域枠及び地元出身者枠の概要

（２）地域枠及び地元出身者枠の要請権限

○ 医療法及び医師法の一部を改正する法律(平成30年法律第79号)により、都道府県知事から大学に対する地域枠及び地
元出身者枠の設定・拡充の要請権限が創設された。

地域枠及び地元出身者枠の概要

現在の枠組みの概要（令和４年～）

地域枠

①地元出身者もしくは全国より選抜
②別枠方式で選抜
③従事要件あり 等

都道府県と大学が連携した枠

地元出身者枠

①地元出身者より選抜
②選抜方法は問わない
③従事要件は問わない 等

①対象は問わない
②選抜方法は問わない
③従事要件は問わない 等

大学独自枠

※１）臨時定員の設置にあたっては、地域枠の定義を満たしている必要がある

医師確保計画ガイドラインにおいて、地域枠及び地元出身者枠設定の考え方等について具体的に記載

＜ある大学における地域枠等の設置イメージ（例）＞

恒久定員 臨時定員（※１）

100人 20人

地域枠地元出身者枠一般枠

大学独自枠

30人（うち20人は臨時定員による）15人5人70人

収容定員の種別

地域枠等の種別

第８回地域医療構想及び医師確保

計画に関するワーキンググループ

令 和 4 年 １ ０ 月 1 ２ 日
資料１

令和６年９月５日医療部会資料 令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成29～31年）厚生労働省調べ

地域枠・地域枠以外の地域定着割合の比較

医学部卒業後の医師定着割合を比較すると、地域枠及び地元出身者の医師の地域定着割合が高い。

①地域枠

②地域枠以外（地元出身者*）

③地域枠以外（他県出身者*）

０％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

（①の内 医師少数県のみ ）

※ Ａ県は任意の都道府県。Ｂ県はＡ県以外の都道府県。（特定の一つの都道
府県のデータはなく、全ての都道府県のデータから算出。）

※ 出身地又は大学が海外の場合及び当該項目について無回答の場合は除外。
※ 出身地：高校等を卒業する前までに過ごした期間が最も長い都道府県。
※ 県またぎ地域枠：出身大学の所在地以外の都道府県（A県）における勤務義

務がある地域枠。
※ 防衛医科大学及び産業医科大学は除外。自治医科大学については県またぎ

地域枠についてのみ除外。

上段：A県（任意の都道府県）で臨床研修を行った割合 下段：A県で臨床研修終了後に勤務する割合

＊②，③共に大学はＡ県に所在の場合

（下図参照）

臨床研修病院または
臨床研修後の勤務先

A県大学A県

A県出身

医学生

B県出身

①A県地域枠

医学生

地域枠
（県またぎを除く）

②地域枠以外（地元出身者・大学Ａ県）

地域枠
（県またぎ）

大学Ｂ県

③地域枠以外（他県出身者・大学Ａ県）

第８回地域医療構想及び医師確保
計画に関するワーキンググループ

令 和 ４ 年 1 0 月 1 2 日
資料１

令和６年９月５日医療部会資料 令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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臨床研修医の募集定員について

研修医の募集定員数、研修希望者数、募集定員倍率（募集定員数÷研修希望者数）の推移

・研修医の募集定員は、全国の定数管理や地域別の偏在調整が行われず募集定員倍率（研修希望者数に対する募集定員数の比
率）が1.3倍を超える規模まで拡大

平成22年度～

平成16年度

・平成22年度から臨床研修を開始する研修医について、厚生労働省が各都道府県の募集定員上限を設定

平成27年度～ ・募集定員倍率を令和2年度に向けて約1.10倍まで縮小する

11,030
11,276 11,370 11,461

11,722
11,448

10,699
10,900

10,755
10,739

10,703

11,22211,272
11,39011,244

11,492
11,325

11,227

11,144
11,066

8,443
8,720

8,802 8,759 8,702 8,572 8,597
8,729

8,655 8,679 8,717

9,206

9,637
9,826

10,195 10,297 10,288
10,085

10,251
10,423

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5

研修希望者数

募集定員数

（人）

1.10倍 1.09倍
1.35倍

1.25倍
1.22倍

1.06倍

臨床研修制度等に関する意見のとりまとめ（平成21年２月18日 臨床研修制度のあり方等に関する検討会）
（２）募集定員や受入病院のあり方の見直し
○研修希望者に見合った募集定員の総枠を設定するとともに、研修医の地域的な適正配置を誘導するため、人口分布

を始め医師養成規模・地理的条件等を考慮した都道府県別の募集定員の上限を設定する。

令和３年度～ ・募集定員倍率を令和７年度に約1.05倍まで縮小する

・令和３年度から臨床研修を開始する研修医について、各都道府県が、厚生労働省が設定した各都道府県の募集定員上限の範囲内で、
当該都道府県内の病院の募集定員を設定

1.24倍

1.31倍

○ 臨床研修の必修化後、研修医の募集定員が研修希望者の1.3倍を超える規模まで拡大し、研修医が都市部に集中する傾向が続いた。
○ このため、平成22年度研修から各都道府県の募集定員上限を設定し、研修医の偏在是正を図っている。

第１回医師養成過程を通じた医師の偏
在 対 策 等 に 関 す る 検 討 会
令 和 ６ 年 １ 月 2 9 日

資料１
一部改編

令和６年９月５日医療部会資料 令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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シーリング対象
の診療科数

内科 小児科 皮膚科 精神科 整形外科 眼科 耳鼻咽喉科 泌尿器科 脳神経外科 放射線科 麻酔科 形成外科
リハビリ

テーション科

北海道 １ 20+３+【6】
青森県 ０
岩手県 ０
宮城県 ０
秋田県 ０
山形県 ０
福島県 ０
茨城県 ０
栃木県 ０
群馬県 ０
埼玉県 ０
千葉県 ０
東京都 12 398+123+【52】 98+19+【11】 54+18+【11】 74+12+【14】+（5） 104+13+【9】 52+16+【6】 44+11+【3】 41+７+【6】 36+７+【5】 75+15+【11】 30+10+【6】 16+４+【15】
神奈川県 １ 14+１+【1】
新潟県 ０
富山県 ０
石川県 ２ ９+０+【2】 10+０+【1】
福井県 ０
山梨県 ０
長野県 ０
岐阜県 ０
静岡県 ０
愛知県 １ 16+１+【1】
三重県 ０
滋賀県 １ ７+０+【0】
京都府 ９ 62+18+【8】 ９+０+【2】 ８+２+【2】 16+１+【1】 14+３+【2】 ８+２+【1】 19+０+【0】 14+０+【0】 11+２+【4】
大阪府 ８ 200+10+【21】 41+2+【4】 22+４+【5】 17+２+【1】 18+１+【0】 14+３+【2】 30+２+【6】 15+２+【2】
兵庫県 ４ 13+０+【0】 12+１+【0】 14+０+【0】 13+０+【2】
奈良県 ０
和歌山県 ２ 20+３+【2】 ９+０+【1】
鳥取県 １ 15+１+【2】
島根県 ０

岡山県 ５ 55+７+【6】 14+０+【0】 10+１+【2】 ９+０+【0】 14+３+【6】

広島県 ０
山口県 ０
徳島県 １ 16+４+【2】
香川県 ０
愛媛県 ０
高知県 ０
福岡県 ８ 118+29+【15】 11+１+【0】 17+５+【3】+（1） 33+10+【3】 11+０+【2】 15+０+【2】 20+４+【4】 ７+０+【2】
佐賀県 １ ８+０+【1】
長崎県 ４ 33+４+【4】 ９+０+【0】 ７+０+【0】 ６+０+【0】
熊本県 ３ 33+０+【3】 11+０+【2】 ８+０+【1】
大分県 ０
宮崎県 ０
鹿児島県 ０
沖縄県 ２ ７+０+【1】 ８+０+【0】

※都道府県の各診療科の数値は通常募集プログラム数＋連携プログラム数＋【特別地域連携プログラム数】（精神科のみ：精神保健指定医連携枠）

令和６年度専攻医採用におけるシーリング 医道審議会医師分科会 医師専門研修部会 資料１（日本専門
医機構資料）令和６年７月19日

令和６年９月５日医療部会資料 令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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キャリア形成プログラムについて

95

都道府県は、地域医療対策協議会において協議が調った事項に基づき、「医師不足地域における医師の確保」と「医師不足地域に派遣される医師の能力
開発・向上の機会の確保」の両立を目的とするキャリア形成プログラムを策定することとされている

※医療法及び医師法の一部を改正する法律(平成30年法律第79号)により地域医療支援事務として医療法に明記。キャリア形成プログラムの詳細については、医療法施行規則(省令)及びキャリア形成プログラム運用指針(通知)に規定

＜キャリア形成プログラムに基づくキャリア形成のイメージ＞

キャリア形成プログラムの対象期間（原則９年間以上、その他（貸与期間の1.5倍以上等）も設定可能）

［入学時等］
キャリア形成卒前支援プラン及びキャリア形成プログラムへの参加（適用同意）

キャリア形成卒前支援プラン

臨床研修（２年間） 専門研修等（原則７年間以上） それ以降

キャリア形成プログラム

［修了時等］
コース選択

ローテーション
（専門医取得も可能*）

大学病院 医師不足
医療機関

中核病院県内で不足する診療領域を中心に、
診療領域や就業先の異なる複数のコースを設定

Aコース（内科・専門医取得）
Bコース（内科・へき地中心）
Cコース（産婦人科）
Dコース（新生児領域）
・
・
・

原則として都道府県内で勤務（家族の介護等のやむを得ない事情がある場合を除く）

*専門研修プログラム
との整合性を確保

※対象期間のうち、医師の確保を特に図るべき区域等での就業期間は４年間以上とする

＜キャリア形成プログラムの対象者＞

• 地域枠を卒業した医師
• 地域での従事要件がある地元出身者枠を卒業した医師
• 自治医科大学卒業医師（平成30年度入学者までは任意適用）
• その他プログラムの適用を希望する医師

※キャリア形成プログラムの適用に同意した学生に対しては、修学資金の貸与に地域医療
介護総合確保基金の活用が可能

※キャリア形成卒前支援プランの適用は令和５年度以降

※地域枠等以外の学生で地域での従事要件が課されていない
学生においても、本人の希望により、希望時から適用が可能

＜キャリア形成プログラムに基づく医師派遣＞

大学等による医師派遣との整合性を確保するため、地域医療対策協議会で派遣計画案を協議

※地域医療構想における機能分化・連携の方針との整合性を確保する
※理由なく公立・公的医療機関に偏らないようにする
※都道府県は、医師偏在対策と対象医師のキャリア形成の両立を円滑に推進するため、各地域の医師偏在の状
況や対象医師の希望を勘案しつつ、就業先について、大学等の専門医の研修プログラム責任者等との調整を行
うとともに、対象学生の支援を行う人材（キャリアコーディネーター）を配置する
※都道府県は、対象医師から満足度等も含む意見聴取を定期的に実施し、勤務環境改善・負担軽減を図る

対象者の地域定着促進のための方策

＜対象者の納得感の向上と主体的なキャリア形成の支援＞

• 都道府県は、対象者の希望に対応したプログラムとなるよう努め、診療科や就業先の
異なる複数のコースを設定する

• 都道府県は、コースの設定・見直しに当たって、対象者からの意見を聴き、その内容を公
表し反映するよう努める

• 出産、育児等のライフイベントや、大学院進学・海外留学等の希望に配慮するため、プ
ログラムの一時中断を可能とする（中断可能事由は都道府県が設定）

＜プログラム満了前の離脱の防止＞

• キャリア形成プログラムは都道府県と対象者との契約関係であり、対象者は満了するよ
う真摯に努力しなければならないことを通知で明示

• 一時中断中は、中断事由が継続していることを定期的な面談等により確認（中断事由
が虚偽の場合は、契約違反となる）

• 都道府県は、キャリア形成プログラムを満了することを、修学資金の返還免除要件とす
る（家族の介護等のやむを得ない事情がある場合を除く）

・地域医療に関する実習や講義の支援
・定期的な勉強会等の開催
・学生の支援のための寄附講座の設置 等

※対象学生を支援するため以下の内容を盛り込み策定
都道府県

大学

大学医学部（６年間）

修学資金の貸与（任意）

教育カリキュラム

連携

令和６年１月29日医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会 資料 令和６年９月５日医療部会資料 令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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③ 修学資金が貸与

されていない

地域枠医師

キャリア形成プログラムの適用者について

3,959 

201 

488 

168 

○ キャリア形成プログラムの対象者は、「キャリア形成プログラム運用指針」において、次に掲げる者を対象としている
①都道府県が修学資金を貸与した地域枠医師
②市町村、大学等が修学資金を貸与した地域枠医師
③修学資金が貸与されていない地域枠医師
④自治医科大学を卒業した医師
⑤その他キャリア形成プログラムの適用を希望する医師

※ 都道府県は、①④⑤に対し、その者の同意を得て当該プログラムを適用しなければならない（ただし、④については、平成31年度以降に同大学の
医学部に入学した者に限る者とし、それ以前の入学者については、その者の同意を得て当該プログラムを適用するよう努めるものとする）

※ 都道府県は、②③に対し、その者の同意を得て当該プログラムを適用するよう努めなければならない

キャリア形成プログラムが

適用されている医師

① 都道府県が修学資金を

貸与した地域枠医師

② 市町村、大学等が

修学資金を貸与した

地域枠医師

④ 自治医科大学を

卒業した医師

⑤ その他キャリア形成

プログラムの適用を

希望する医師

計 4,816人

R2年12月31日時点

3,235 

4,816 

0

1000

2000

3000

4000

5000

R1.11月末時点 R2.12月末時点

適用医師数の推移

0人

• キャリア形成プログラムの適用者のうち3,959人（82％）は都道府県が修学資金を貸与した地域枠

医師であり、キャリア形成プログラム適用医師の総数は増加傾向である。

令和６年３月27日医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会 資料（一部改）

令和６年９月５日医療部会資料 令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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10

10

13

13

21

25

32

41

54

82

144

216

開業のため

出身地の近辺であるため

認定制度が魅力的だったから

専門医取得のため

地域医療への貢献のため

労働時間が短いなど労働環境が魅力的だったから

その他

給与等の処遇が良かったから

子育て、介護等の家庭の状況

一定期間、地域で勤務することを要件とした奨学金貸与の義務履行

医師少数区域等での経験を得たかったから

大学医局の人事異動

○ 令和５年３月末現在の認定医師507名の「医師少数区域等所在病院等での勤務理由」（複数回答可）は、「大学医
局の人事異動」が216で最も多く、次いで「医師少数区域等での経験を得たかったから」が144、「一定期間、地域
で勤務することを要件とした奨学金貸与の義務履行」が82、「子育て、介護等の家庭の状況」が 54となっている。

医師少数区域等所在病院等での勤務理由

（単位）延べ回答数

厚生労働省医政局地域医療計画課調べ

令和６年９月５日医療部会資料 令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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国

消費税財源活用

市
町
村

市町村計画

（基金事業計画）

都
道
府
県

都道府県計画

(基金事業計画)

基金
※国と都道府県の

負担割合２／３、 １／３
（Ⅰ-2 については国10/10）

申
請

事業者等（医療機関、介護サービス事業所等）

交
付

交付

地域医療介護総合確保基金

交付
提出

交付
提出

申請

地域医療介護総合確保基金の対象事業

都道府県計画及び市町村計画（基金事業計画）

○ 基金に関する基本的事項
・公正かつ透明なプロセスの確保（関係者の意見を反映させる仕組みの整備）
・事業主体間の公平性など公正性・透明性の確保
・診療報酬・介護報酬等との役割分担

○ 都道府県計画及び市町村計画の基本的な記載事項
医療介護総合確保区域の設定※1 ／ 目標と計画期間（原則１年間） ／
事業の内容、費用の額等 ／ 事業の評価方法※2

※1 都道府県は、二次医療圏及び老人福祉圏域を念頭に置きつつ、地域の実情を
踏まえて設定。市町村は、日常生活圏域を念頭に設定。

※2 都道府県は、市町村の協力を得つつ、事業の事後評価等を実施
国は都道府県の事業を検証し、基金の配分等に活用

○ 都道府県は市町村計画の事業をとりまとめて、都道府県計画を作成

○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の
確保・勤務環境の改善等、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題。

○ このため、平成26年度から消費税増収分等を活用した財政支援制度（地域医療介護総合確保基金）を創設し、各都道府県
に設置。各都道府県は、都道府県計画を作成し、当該計画に基づき事業を実施。

令和６年度予算額：公費で1,553億円
（医療分 1,029億円、介護分 524億円）

Ⅰ-１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業

Ⅰ-２ 地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業

Ⅱ 居宅等における医療の提供に関する事業

Ⅲ 介護施設等の整備に関する事業（地域密着型サービス等）

Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業

Ⅴ 介護従事者の確保に関する事業

Ⅵ 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業

令和６年１月29日医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会 資料（一部改） 令和６年９月５日医療部会資料 令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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第７次医師確保計画を通じた目標達成状況

・医師偏在是正の目標年である2036年に向けて、第７次医師確保計画では、当該計画期間中（2020
～2023年度）に、医師偏在指標が下位1/3である医師少数県や医師少数区域が、当該下位1/3基準値
に達することを目標としていた。

・第８次（前期）医師確保計画（2024～2026年度）の策定に向けて、新たな医師偏在指標を算出し
ており、新旧の医師偏在指標を比較し、目標の達成状況を示す。

●医師少数県における目標の達成状況

●医師少数区域における目標の達成状況

医師少数県においては、第７次医師確保計画終了時（2023年度）までに当該計画開始時（2020年度）の医師偏在指標の下位1/3基準

値に達することを目標としていた。達成状況は以下のとおり。

医師少数区域においては、第７次医師確保計画終了時（2023年度）までに当該計画開始時（2020年度）の医師偏在指標の下位1/3基

準値に達することを目標としていた。達成状況は以下のとおり。

医師少数県 16県
目標を達成した医師少数県

6県
（38%）

医師少数区域 105区域
目標を達成した医師少数区域

43区域
（41%）

※ 医療圏の見直し（８→３）を行った秋田県を除いて比較。

令和６年９月５日医療部会資料 令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）」（抄）
（令和５年12月22日 閣議決定）

２．医療・介護制度等の改革

＜② 「加速化プラン」の実施が完了する 2028 年度までに実施について検討する取組＞

◆ 医師偏在対策等

・ 医師の偏在対策の観点から、医師養成過程における取組を進めるとともに、医師少数区域等
で勤務した医師を認定する制度において、管理者として評価する医療機関を拡大するなど、
医師が少ない地域での医師確保の取組について更なる検討を進める。あわせて、オンライン
診療の活用やタスク・シフト／シェアの推進を図る。

・ 医師の地域間、診療科間、病院・診療所間の偏在是正に向けて、医学部臨時定員、経済的イ
ンセンティブや、外来医師多数区域における都道府県知事の権限強化を始めとする規制的手
法の在り方について検討する。

令和６年９月５日医療部会資料 令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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医師偏在に対する日本医師会の考え方 （令和６年８月21日）

上記の施策を５～１０年で推進するための1,000億円規模の基金を国において創設する。

医師不足地域での勤務を希望する医師に対し、リカレント研修や現場体験を行いつつ、医師少数地域での勤務を全国的にマッチングす
る仕組みを創設する。

保険医療機関の管理者として、卒後一定期間の保険診療実績の要件を加え、保険診療の質を高める。

現行の地域に必要とされる医療機能を担うことへの要請の枠粗みを制度化し、地域で足りない医療機能を強化し、実績をフォローアップ
する仕組みを導入する。

現在、2020年度に臨床研修を開始した医師から適用されている医師少数区域勤務経験を求める地域医療支援病院の管理者要件の対
象病院を、今後医師免許を取得する医師のキャリア形成などに十分に配慮した上で、公的・公立病院にも拡大する。

臨床研修医への導入や、いわゆる後期研修医などの若手医師の研修で、医師少数地域での研修期間をのばすプログラムも検討する。

医師少数地域において新たに診療所を開設する医師に対して、開設から一定期間の資金支援策を創設するとともに、医師少数地域で
働く医師（勤務医・開業医）の確保・派遣を強化する。

３．全国レベルの医師マッチング支援

２．医師少数地域の開業支援等

１．公的・公立病院の管理者要件

４．保険診療実績要件

５．地域医療貢献の枠組み推進

６．医師偏在対策基金の創設

医師偏在については、一つの手段で解決するような魔法の杖は存在せず、解決のために、あらゆる手段を駆使して複合的に対応していく必要
がある。日本医師会は、これまでも医師偏在対策に取り組んできたが、未曽有の超高齢・人口減少社会を迎える中で、国民の生命と健康を守り
適切な医療を引き続き提供していくため、もう一段階ギアを上げて、医師偏在対策に主体的かつ積極的に取り組み、地域医療の強化につなげて
いく。

都道府県における議論とこれまでの取り組みは引き続き充実させていくことを前提としつつ、以下６点の取り組みを進めるべきである。

令和６年８月21日
日本医師会 公表資料

令和６年９月５日医療部会
角田委員・城守委員提出資料
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４．多職種連携
訪問診療等の在宅医療ネットワークへの参画、介護保険関連文書の作成（主治医意見書等）、
多職種との会合（ケアカンファレンス等）、ACPなど

１．地域の時間外・救急対応
平日夜間・休日輪番業務、地域行事の救護班、在宅当番医、休日夜間急患センター、電話相
談業務など（災害時には救護所・避難所への巡回診療、感染症拡大時には検査センターへの
出務など自らの地域を守る活動）

地域に根差した医師の活動

２．行政・医師会等の公益活動
医師会・専門医会・自治会・保健所関連の委員、警察業務への協力、防災会議、地域医療に
関する会議、レセプトの審査委員会、地域ケア会議の出席、障害者認定審査会、介護保険認
定審査会など

５．その他
看護師・准看護師養成所、医師会共同利用施設への参画、高齢者の運転免許に関する診断書
の作成、成年後見人制度における診断書の作成、死体検案、医療DX、医療GX、学術活動、高
齢者・障害者施設への対応など

３．地域保健・公衆衛生活動

母子保健、乳幼児保健（1歳6か月児健診・3歳児健診）、学校保健（学校健診、学校医活動）、
学校健康教育（性教育、がん教育、禁煙・薬物教育等）、産業保健（地域産業保健センター
活動、職場の健康相談、産業医活動）、事業主健診（特定健診・特定保健指導）、高齢者保
健（高齢者健診・認知症検診）、予防接種（定期・その他）、がん・成人病検診、市民公開
講座（健康講座・介護教室）、精神保健、健康スポーツ医活動など

地域に根差して診療している医師は、自院での診療や在宅診療以外に、以下のような活動を連携して行い、地域住民
の健康を守るため、それぞれの地域を面として支えています。
そうした活動はかかりつけ医が中心となって担っており、地域医師会はそれに深く関与して運営しています。

日本医師会は、「地域にどっぷりつかり」、日々地域医療を支えている医師の活動を、国民の皆さんに広く知っていただ
きたいと思っています。

令和６年８月21日
日本医師会 公表資料

令和６年９月５日医療部会
角田委員・城守委員提出資料
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